
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林政 
ジャーナル 

目次 

■ なぜ日本の私たちが海外の森林問題に取り組まなければならないのか 1 
■ 里山広葉樹林の再生と大阪・関西万博の木材利用 5 

■ 森林生態学を踏まえた広葉樹林施業 14 

■ 東西南北＜投稿欄＞ 16 

■ 林J 会員 活動アラカルト 19 

■ 友好団体 プロムナード  22 
■ 林J スクラップ帳 26 
■ 高市総理の施政方針演説 森林・林業・地球環境の未来 27 
■  林J会務報告 29 
■  編集後記 32 

日本林政ジャーナリストの会 

No.70    2026年3月 25日 

である我々の生活とも大きく関わっている。特に重要と

考えているのは、サステナビリティ・ガバナンスの問題

であり、グローバルな環境資金や政策を、途上国の地域

コミュニティが活用するにはどのようにすればよいのか

ということに関心があり、途上国農村部を主眼に、人々

の「ケイパビリティ」に注目する。 

世界の森林面積（40 億ヘクタール）のうち 45％が熱帯

林で、世界の動植物種の半分以上が熱帯林で生息してい

る。しかし、熱帯林は世界的に減少し続けており、６秒
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講師 地球環境戦略研究機構（IGES）研究員 山ノ下  麻木乃 氏 

2026 年  新春特別研究会 

なぜ日本の私たちが 
海外の森林問題に 
取り組まなければならないのか 

1月28日（水）林友ビル（東京都文京区後楽１） 

 

＜略歴＞サステナビリティ・ガバナ

ンスを専門とし、特に途上国の森林

保全や持続可能な農業の分野で、地

域コミュニティのケイパビリティ

（人々が価値を置く生き方を選択で

きる能力）を高めるための研究に 20

年以上従事。最近は、責任ある調達

やサステナブルなサプライチェーン

構築などの民間企業の自主的な取り

組みに注目し、ベトナムの小規模農

家が関与する木材・コーヒー生産の

調査を行っている。早稲田大学人間

科学研究科博士号取得。（社）海外植

林センター、国際NGOバードライフ

を経て2011年よりIGES勤務。 

司会／上河潔（日本林政ジャーナリストの会幹事・事務局長） 

山ノ下麻木乃氏は、IGES の研究員として、途上国地域住民に貢献する気候変動や生物多様

性保全等の国際的な合意や取組の実現に関心を持ち、調査研究や国際交渉支援などを行って来

た。画一的な支援アプローチの限界を指摘するとともに、ボトムアップでシステム変革を促す

人間中心のガバナンスモデルの構築を目指している。今回の新春特別研究会では、COP30（ベ

レン）の動きを始めとする気候変動問題、生物多様性の保全問題をベースに、違法伐採対策を

含めた農林産物の責任ある調達（貿易）などについて話を伺いたい。 

今回テーマは熱帯林の保全である。私はこれまで、途

上国、特にベトナムの農村でフィールドワークを行って

きており、途上国の貧しい人々の問題の可決が最も重要

と考えている。また、COP などの国際条約交渉の後方支

援に携わってきて、政府間交渉のダイナミズムに触れる

とともに、途上国の現実とのギャップを強く感じたとこ

ろである。熱帯林の減少は、気候変動と土地利用の問題

であり、木材、食料、エネルギーの輸入を通じて日本人
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なぜ日本の私たちが海外の森林問題に取り組まなければならないのか 

にサッカーコート１個分の熱帯林が失われている。2024年

には、世界において１年間で 807 万ヘクタールの森林（北

海道の面積に相当）が消失している。土地（植生、自然）

は、気候システムの中で重要な役割を果たしているが、人

間が土地利用変化を引き起こすと、気候システムのバラン

スが壊れてしまう。人間活動も、ある程度の範囲（ティッ

ピングポイント）であれば、「これまでの健康な状態」に

戻るが、それを超えてしまうと新たなステージに移行し

て、元には戻らなくなる。これをプラネタリーバウンダリ

ーという。気候変動と森林破壊が進み、ティッピングポイ

ントを超えてしまうと、多様な生物種を擁する熱帯雨林か

らサバンナのようなより乾燥した生態系に移行してしまう

可能性がある。 

最先端モデルによって、CO２の高排出シナリオで予測

すると、アマゾン熱帯雨林の枯死が 21 世紀中に始まると

されている。世界の温室効果ガス（GHG）排出量の 23％

は農林業（土地利用関連）であり、大きな排出源である。

特に、森林を農地に転換することで生じる熱帯林の減少に

よるCO２の排出量は、2.6Gt CO２/年であり、日本のCO２

総排出量の２倍以上である。パリ協定の 1.5℃目標達成

（2050 年ネットゼロ CO２）のためには、2030 年までに森

林減少をゼロにする必要がある。COP26（2021年）におい

ては、「2030 年までに森林減少と土地劣化を食い止め、回

復させること」を誓約した森林・土地利用に関するグラス

ゴー・リーダース宣言が発出された。 

森林減少を止めるのではなく、それを上回る面積を植林

すればいいのではという議論もあるが、実際には、熱帯の

原生林を伐採すると大量のCO２が排出される一方で、植林

しても、毎年のCO２吸収量はすぐにそれに見合う量になっ

ていないという問題がある。また、CO２吸収以外の生物多

様性保全、水資源涵養、土砂災害防止などの多面的機能の

回復も容易ではない。森林の劣化に関しては、特にアジ

ア、南米で顕著であり、大規模火災もその主因の一つであ

るが、モニタリングの問題で、森林劣化が深刻であるにも

かかわらず、十分に報告されていない現状がある。熱帯林

減少の最も大きな原因は、農地転用である。特に、パーム

オイル、大豆、牛肉、コーヒー、カカオなどの商品作物の

生産のための大規模な農地転換が大きな問題である。もち

ろん、伝統的な農業である焼畑農業も、人口増加や収入向

上のため頻度が高くなり、森林が回復しなくなっている。 

日本は、食料の多くを海外に依存しており、それは海外

の土地に依存しているということから、熱帯林の減少にも

大きく関わっているということを自覚しなければならな

い。また、パームオイル生産の副産物である PKS や早生樹

から生産されるウッドペレットを東南アジアから大量に輸

入している。このことも熱帯林の減少につながっている。   
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このような状況を改善するためには、森林保全に対してイ

ンセンティブを与えることが必要であり、カーボンクレジ

ットが有効な手段である。しかし、企業は自社の CO２排

出をオフセットするために購入するものであり、絶対にし

なければならないものではないので、需要は限られてい

る。また、コストをかけてクレジットを購入しても、それ

に対する明確なベネフィットがないことも問題である。制

度、規制等によって需要を拡大するとともに、クレジット

の使用方法のルールを策定することが必要である。さら

に、途上国の農民にはカーボンクレジットがよく理解され

ていない。現地の実情を考慮しないと、プロジェクトその

ものが失敗してしまうのである。 

また、需要者側がサプライチェーンを自主的に管理する

ことによって、森林破壊を防止することも重要である。

2013 年に施行された EUTR（EU Timber Regulation）におい

ては、違法伐採木材が出荷されるリスクを最低限に抑える

ためのデューデリジェンス（DD）の実施が義務化されて

いる。また、現在EUが導入しようとしているEUDR（EU 

Deforestation Regulation）においては、森林破壊に伴って生

産された農林産物の輸入を禁止するための DD が義務化さ

れることになっている。そのために、トレーサビリティを

しっかりと確立し、その過程を通じて、現地の生産国の現

状を変革するアクションにつなげていくことが必要であ

る。FSC、PEFC などの森林認証制度は、トレーサビリテ

ィを確保し、DD を行っていくうえで強力なツールである

が、それだけでは不十分でありことも理解しなければなら

ない。 

途上国全体を持続可能な生産地に変えていくためには、

ランドスケープ・アプローチ（一定の地域や空間におい

て、土地・空間計画をベース に、多様な人間活動と自然

環境を総合的に取扱い、課題解決を導き出す手法）やマル

チステークホルダー・アプローチ（３者以上のステークホ

ルダーが、対等な立場で参加・議論できる会議を通し、単

体もしくは 2 者間では解決の難しい課題解決のために、合

意形成などの意思疎通を図るプロセス）が有効であり、そ

のために公的資金、民間資金を効率的に活用しなければな

らない。 

ブラジルのベレンで開催された COP30 においては、ブ

ラジルの主導により、森林の価値を金融で支える TFFF

（Tropical Forest Forever Facility）が正式に発足した。1250 億

ドルの基金を造成し、その運用益・年 20 億ドルを熱帯林

の保全に使う仕組みである。ただし、そのガバナンスをい

かに確保するかについては不確実なところが多いのが現状

である。日本政府も公式にコミットしていない。気候変動

や生物多様性損失で影響を受けるのは若い世代であり、現

在の我々の世代が真剣に取り組む必要がある。 

なぜ日本の私たちが海外の森林問題に取り組まなければならないのか 
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る木質ペレットやパームオイルの副産物のPKSを燃料とす

るものが多く、熱帯林の保全を脅かすことが懸念されてい

る。木質バイオマス発電は、カーボンニュートラルという

ことで CO２を排出しないことになっているが、実際は木

材の伐採で CO２が排出されるし、短伐期の早生樹植林地

に置き換わることで、森林の CO２蓄積が低いレベルとな

ってしまう。これについてどう考えるか。 

山ノ下麻木乃氏：木材の伐採による CO２排出は、現地

の途上国の CO２排出としてカウントされているので、プ

ロジェクト単位では CO２の排出はカウントされない。最

近は、サプライチェーン全体での CO２排出を考える方向

になっており、輸入木材バイオマスを燃料にした大型プロ

ジェクトは制限されるようになると考えている。端材を活

用したカスケード利用が望ましいが、ベトナムなどの途上

国でそれを構築するのは難しい。 

質問：森林減少を 2030 年までにゼロにする目標やグラ

スゴー・リーダース宣言は、日本の政府の方針にどのよう

な影響を与えたのか。ハリボン財団によるフィリピンの森

林保全や WWF による原生林保護の取り組みで、自然保護

債務スワップや森林保護債務スワップなど、負債を帳消し

にする代わりに、それを植林などに回す金融措置の手法が

実施されたが、今でも有効な手法として実施されているの

か。 

山ノ下麻木乃氏：債務スワップは金融的な手法として認

識されているが、ベトナムではあまり聞いていない、イン

ドネシアでは、アメリカ政府がこの手法を使って、インド

ネシアの債務を減らした事例が報告されている。2030年目

標やグラスゴー・リーダー宣言が日本政府の政策に大きな

影響を与えたとは思えないが、日本政府は、2030年目標を

達成するため、木造建築の推進を CO２削減の有効な手法

と位置づけるワーキンググループに参加している。 

質問：熱帯林の減少を防ぐために、企業がサプライチェ

ーンのDD を実施することが需要であることはよく理解し

ているが、最近は、EUDR などの動きで、森林認証などが

過度に厳しいDDを要求するようになっている。実施があ

まりに難しい要件をDDに求めることは、企業のDD実施

を妨げて、かえってマイナスではないか。 

山ノ下麻木乃氏：確かに、EUDR については、企業も途

上国の生産現場も対応できないという不満が出ていること

は承知している。EUDR を策定している EU の担当者が、

アジアやアフリカの実情に疎いことが原因と考えている。

EUTR では、生産国の合法性確認のシステム構築を支援し

ていたが、EUDR はそのようなこともなく、途上国からも

不満が出ているという話を聞いたことがある。 

質問：先ほど報告があった TFFF の基金については、熱

帯林の保全に向けた一歩前進だと考えるが、日本政府は賛

成しているものの、ガバナンスの問題でコミットはしてい

ない。このような状況で、日本の政策担当者にどのような

どのようなアドバイスがあるか教えてほしい。 

山ノ下麻木乃氏：TFFF については、公的資金だけでは

足りないので、民間資金の投入も想定されている。日本は

公的資金を投入しないのであれば、投入される民間資金に

対する税制優遇措置などを検討すればいいのではないか。

また、森林ファンドへの民間投資を増やす政策もいいと考

える。途上国が森林を保全することは経済的であると認識

してもらうことが重要である。 

質問：現在、プレゼントツリーという善意の民間資金を

集めて植林をするプロジェクトを国内で展開しているが、

かつて、途上国のカリマンタンとブルキナファソで実施し

たことがある。しかし、現地でマルチステークホルダーが

参加して、第三者が検証するような仕組みが構築できなく

て失敗してしまった。このような問題にどのように対応す

ればいいのか。 

山ノ下麻木乃氏：確かに途上国の現地におけるガバナン

スが確保できないことが、熱帯林の保全活動が進まない大

きな障害である。現地の住民の理解を得ながら、ランドス

ケープ・アプローチやマルチステークホルダー・アプロー

チを確立することに力を入れる必要がある。 

質問：熱帯林保全の取り組みについては、日本において

も、JICA や林野庁が多くのプロジェクトを実施してきた

が、なかなか成果が上がらないということで、援助疲れで

減ってきている。大学においても、この分野の研究者が減

ってきており、とても憂慮している。もっと政府の機関や

大学の研究者を巻き込んでいかなくてはならないと考えて

いるが、次のステップをどのように考えているか。 

山ノ下麻木乃氏：熱帯林の保全を推進するためには、グ

ローバルなシステムを構築しなければならないが、それに

は気候変動枠組み条約や生物多様性条約のような、国と国

との約束である条約を締結することが有効である。問題

は、このような条約は、先進国主導のものが多いことで、

途上国の実情が十分に反映されにくいことである。成果を

把握するモニタリングも大きな問題であるが、近年は人工

衛星によるレーザー計測などの技術が進歩してきている。 

質問：日本でも FIT 政策などにより、木質バイオマス発

電が増加しているが、大型のプロジェクトには、輸入され

なぜ日本の私たちが海外の森林問題に取り組まなければならないのか 
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里山広葉樹林の再生と大阪・関西万博の木材利用 
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里山広葉樹林の再生と 
大阪・関西万博の 

木材利用 

2025年度 第2回共同取材 

トな都市」の実現を目指している。推進本部（黒田氏が本

部長）を設置するとともに、建設局に森林課（職員10名、

フォレスター1 名）を設置した。市域の 4 割の 2 万 ha が森

林。人工林は少なく、そのほとんどが里山広葉樹林。ご多

分に漏れず放置されて、ナラ枯れも進行するなど、防災面

からも、生物多様性の面からも大きな問題となっている。

里山広葉樹林を資源として認識し、地元の森林所有者の収

入とならなくては適切な森林管理は行われない。このた

め、立木のデジタルカタログ化（MORITAG システム）な

どにより、資産の見える化を図り、小面積皆伐により里山

の再生を目指している。カリモクなどの家具メーカーが家

具材に利用するようになるとともに、シラカシ、ウバメガ

シなどを付加価値の高い備長炭（KOBE 備長炭）にするな

どの取り組みが始まっている。 

広域の里山保全には、市街地と農村部の連携が必要であ

り、市民や企業との連携を図るネットワークづくりが今後

の課題だとのこと。講義の後に、バスで自然共生サイトの

小河山林に向かった。 

自然共生サイトとは、環境省が認定する OECM（Other 

Effective area-based Conservation Measures）であり、生物多様

性条約の30ｂｙ30目標の達成に貢献する。小河山林は、か

つて UR の住宅地開発の予定地だったが、鉄道計画が頓挫

したことから、神戸市に寄付された。面積は 180ha もあ

り、ほぼ市有地。一部民有地の棚田も含まれており、里

「森の未来都市 神戸」の実践 

 

9 月 18 日の 12 時 30 分に JR 新神戸駅に現地集合。11 名

が参加した。神戸市役所に向かい、黒田慶子副市長と森林

課の溝口恵史係長から「里山の森林資源の活かし方」のお

話を伺った。黒田副市長は、森林総合研究所の研究員、神

戸大学教授を経て、令和 7 年 1 月に副市長に就任。令和 5

年9月29日には、JFJAの研究会で「ナラ枯れ対策と広葉樹

林業の可能性」という講義をしていただいたことがある

（林政ジャーナルNo.65参照）。 

黒田氏が副市長に招かれたのは、久本喜造・神戸市長が

里山の再生を重要な政策課題としているからである。神戸

市は「森の未来都市 神戸」の目標を掲げ、「森林資源の

適切な管理」、「都市の緑化」、「気候変動に強いレジリエン

上河 潔 

林 J事務局長、林業経済研究所フェロー研究員 

 

黒田慶子・神戸市副市長 
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地・里山の自然共生サイトとなっている。現地では、ビジ

ターセンターの建設も始まっていた。あいにくの雨となっ

たが、現地で里山管理を行っているボランティア団体の方

の案内で、林内に入った。 

皆伐（輪伐）による里山の再生を目指している。管理区

域を15分割し、1年毎に1区画ずつ皆伐することで、15年

の輪伐期となっている。皆伐後にはコナラ、アベマキ、ソ

ヨゴなどが天然更新していた。天然下種した種子から更新

した区画や、伐根から萌芽更新した区画もあり、いずれも

良好な更新となっていた。シカがいないこともその大きな

要因。伐採木は、一部は家具材として利用されていたが、

幹は薪として利用されるとともに、枯木や枝条はチップ化

して土壌に還元されていた。 

このような取り組みは、全国の里山再生のモデルとなる

可能性が大きい。今後は、企業や市民団体との協働による

更なる展開が期待されるところである。その後、神戸市役

所に戻って、神戸市地域協働局の金井和之局長から、小河

山林における企業との協働に対する働きかけについてお話

を伺った。金井和之局長は、IHI 勤務、朝日新聞記者を経

て、中途採用で現在の職に就かれた人材だ。民間の発想を

取り入れ、これまでの行政にはない新しい施策の展開を興

味深く聞かせていただいた。なお、神戸市は中途採用率を

4 割にすることを目標にしているそうだ。このような神戸

市の里山再生に向けた力強い取り組みに、広葉樹林業の可

能性を確信した。 

 

広範な木材利用が関西万博を豊かに 

 

9 月 19 日、宿泊した大阪市住之江のホテルから新交通で

大阪府木材会館へ向かった。大阪府木材会館は、大阪府木

材連合会の本部がある木造建築であり、直径 1ｍの 100 年

生の飫肥杉の柱が見事である。大阪は、西日本の木材の集

積地の一つであり、府産材だけではなく、宮崎や鳥取など

の木材も積極的に推奨している。 

初めに、大阪府木材連合会の三宅英隆専務理事から、大

阪・開催万博における木材利用の推進の取り組みについて

のお話があった。大阪府木材連合会は、万博の開催が決ま

った時点から積極的に木材を利用するよう、各方面に働き

かけを行ってきた。その結果、大屋根リングを始め、多く

のパビリオンで木材が使われている。 

特にウズベキスタン館は、屋上に日本のスギの柱が 321

本（長さ5ｍ～8ｍ）も林立していた。全国９か所から集め

られているが、その調達を大阪府木材連合会と大阪府建築

士会が設立した関西木造建築普及促進協議会が担当した。 

また、万博会場の最寄り駅である夢洲駅に、鉄道駅では

初めての「カームダウン・クールダウンスペース」を設置

した。発達障害やパニック障害、聴覚過敏などの人が、外

部の刺激から離れて休息し、気持ちを落ち着かせるために

使用するプライベートな空間であり、国土交通省が万博を

機に普及拡大しようとしている施設で、主要空港や公共施

設に設置されるようになっている。そこに杉スリット材を

活用している。 

続いて、公益社団法人 2025 年日本国際博覧会協会の永

見靖・持続可能性局長から、大阪・関西万博における木材

調達コードと木材の再利用についてのお話があった。 

大阪関西万博では、持続可能な調達コードを遵守したサ

プライチェーンを構築し、加えてバリューチェーン全体を

通じた持続可能性に配慮することを目指している。木材の

調達コードについては、基本的に 2020 年東京オリンピッ

クの木材調達コードと同じものになっている。大屋根リン

グに使用された木材数量の 2.7 万㎥のうち、国産材が約 7

自然共生サイトの小河山林における説明 三宅英隆専務理事 
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割（1.8 万㎥）、外国産材が約 3 割（0.9 万㎥）となっている

が、外国産材の全量が森林認証材（PEFC）であるのに対し

て、国産材は、一部森林認証材（SGEC）はあるものの、

その他の確認方法で合法性・持続可能性を確認していると

いう。 

大屋根リングについては、一部はレガシーとして万博後

も残されるが、それ以外は解体される。解体後のリユース

について、提案を募集中。まだ量的には少なく、最後はチ

ップ化してリサイクルする予定である。 

締めくくりとして、中川木材産業株式会社の中川勝弘代

表取締役から、大阪・関西万博のパビリオンの木材利用に

ついてお話があった。中川氏は前回の大阪万博の際に、学

生ボランティアとしてインドネシア館で働いた。その後、

現在の会社の社長として、ウッドデッキ等を製造販売して

いる。今回の大阪万博においても、足しげく万博会場に通

って、多くのパビリオンの木材利用の状況を視察した。多

くのパビリオンで構造や内装に積極的に木材が利用され、

「木材が地球環境に優しい未来の資材であることを実感す

ることができる」とのことだった。 

大阪木材会館で昼食の後に万博会場の入口の夢洲駅に向か

った。閉会が間近いということで、入場には１時間半もかか

った。最初に大屋根リングの下に行って、建設に携わった大

林組のカーボンニュートラル・ウッドソリューション部長の

中村光利氏から、大屋根リング建設の経緯についてお話を伺

った。 

大林組、清水建設、竹中工務店が 3 分の 1 ずつ建設を担

当。円周 2ｋｍ、内径 615ｍ、高さ 12ｍ（外側は 20ｍ）。柱

は大断面集成材、床は CLT を使用。柱は主にオウシュウア

カマツ、CLT は主にスギが用いられているが、大林組が福

島県浪江町の工場から調達した柱には国産のヒノキも用いら

れている。構造上から柱と梁の接合部には苦労したとのこと

であった。その後、ウズベキスタン館を訪れた。屋上の柱は

パルテノン宮殿のようで見事だったが、柱には産地の分かる

マイクロチップが埋め込まれていて、スマホでスキャンする

と産地情報にアクセスできるようになっていた。丸太は万博

後はウズベキスタンに送られて、教育施設の建築材料として

再利用される。また、人気のあるイタリア館も見ることがで

き、多くの収穫がある共同取材だった。 
 

＜参加者・申込順＞滑志田隆(毎日新聞 OB）上河潔(林業経済研究

所フェロー研究員林野庁 OB）鈴木敦子(環境リレーションズ研究所

理事長）藤原敬（林業経済研究所フェロー研究員（林野庁 OB）堤

哲（毎日新聞OB）武田俊一（同）中山義治（林野庁OB）上松寛茂

（埼玉新聞特別編集委員）橋本崇央（日刊木材新聞）今藤洋海（農

林水産省OB）上野司郎（東亜建設工業技術部長） 

 

永見靖・持続可能性局長（左）と中川勝弘・代表取締役（右） 
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2025年９月22日記。日本林政ジャーナリストの会の一会

員として 19 日（金）午後、2025 大阪・関西万博を見学し

た。入場までに１時間かかった。10月13日（月）閉幕を控

え、入場者が増えているのだ。 

会場をぐるりの大屋根リング。１周 2km。高さ 12m（最

大22m）。大林組、竹中工務店、清水建設の各グループが施

工した。写真は大林組の工事担当者から説明を受けている

ところだが、リングの下を見て下さい。ひとヒト人です。

通路、床に座り込んでの休憩所、パビリオンの入場待ちの

行列。何といっても日陰が喜ばれているのです。 

 閉幕後、レガシーとしてリングの北東 200 ㍍を保存する

ことが決まったが、大林グループの施工区間だという。 

会場へ行く前に大阪木材会館で博覧会協会の永見靖持続

可能局長、大阪府木材連合会の三宅英隆専務理事、中川木

材産業㈱（本社堺市）中川勝弘社長からレクを受けた。 

 三宅専務は「リングを提案したのは、私たちの団体なん

です」と胸を張った。 

中川社長は70年大阪万博にも関係していて「55年前、日

本のパビリオンには木材が一切使われていませんでした。

テーマは『人類の進歩と調和』。『進歩』の象徴として鉄や

ガラス、膜構造などの未来的素材が選ばれ、木材は『古い

素材』として敬遠されていたのです」。今回の万博では

「日本政府館をはじめ、住友館や三菱未来館など、多くの

日本パビリオンで木材が積極的に使われています。持続可

能性や環境配慮が重視される現代において、ようやく『木

材の価値』に目を向け始めたのかも知れません」という。 

上段左からウズベキスタン、ハンガリー、ポーランド、スベテン、カタール、 
下段左からバーレーン、ドイツ、イタリア、アイルランド、オーストリアの各パビリオン 

あと 3 週間で閉幕 
今さらですが大阪・関西万博 

 
堤 哲 

毎日新聞OB 
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大阪万博のシンボル 
大屋根リング細見 

 
滑志田 隆 
毎日新聞OB 

 

木造建築に込もる時代精神 

 

2500 万人超の群衆が押し寄せ、経済効果 3 兆円といわれ

た大阪・関西万博は令和時代の日本社会に何を残し、語り

伝えられようとしているのか。その問いは一部保存される

大屋根リング（ Grand Ring）と共に、私たちの脳裏に刻ま

れ続けることだろう。 

林 J 万博共同取材は「木材利用の状況」を現地でつぶさ

に視察することを第一の目標に掲げていた。しかし、現地

を踏んだ私たちは端的に言えば、万博そのものの理想や

個々の巨大建築物が訴えかける時代精神について考え込ま

ざるを得なかった。その代表格が周囲 2,025ｍの木造巨大リ

ングであったのは言うまでもない。 

 正式名称は「2025 年日本国際博覧会」。その会期は令和7

年4 月13 日から10 月13日まで184 日間。大阪市此花区の

夢洲に建設された巨大なる木造円形建築物は藤本壮介氏の

基本デザインに基づく。東畑建築事務所・梓設計共同事業

体の設計、複数の共同企業体によって施工された。建築面

積6万㎡、高さは内側が12ｍ、外側が20ｍ。2023年6月に

着工され2025年2月に竣工。建設費は約350億円という。 

博覧会会期中に「世界最大」の木造建築物（ The  largest 

wooden  architectural  structure）としてギネスブックに掲示さ

れた。〝木造〟という概念が、炭素を含有する物資の循環

利用を促進し、地球の気候変動を抑制する。その機能への

見直しが、地球環境の構造的危機に対処する人類の知恵の

〝在りか〟だ。そんな理屈が国際社会に受け止められた重

要エピソードの一つになったのである。 

 

空中庭園はおシャレな人工景観 

  

残暑の太陽をにらみながらの現地入り。覚悟はしていた

が、共同取材チームは入場の際に長時間、並ばされること

になった。「ホトホト疲れたが、噂の大リングを見物、体

験せずには帰れない」と幹事の一人、農林水産省 OB の今
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藤洋海氏が言う。高齢を押しての取材意慾に同行し、真っ

先に大屋根リングに登ってみることにした。 

まことに大きな建造物である。周辺にはエレベーター並

びにエスカレーターが計11基用意されているが、どこも長

打の列であった。脊柱管狭窄症の身を引きずりながら、や

っとの思いで階段を登り、展望通路に至る。 

この巨大リングのデザインの基本コンセプトは「多様で

ありながら、ひとつ」。〝分断〟が流行語となる現代世界

の暗い情勢へのアンチ・メッセージを込めている。全体円

形の構造の維持には、日本伝統の神社仏閣の技術である貫

接合の技が反映された。素材の約 7 割は日本産のスギとヒ

ノキ、約3割は外国産のオウシュウアカマツ。 

それらの予習知識を頭に置きながら、私たちは 2 ㎞の外

周を歩き始めた。建物も巨大だが、群衆の圧力はさらに凄

みがある。間もなく同伴の友、今藤さんの姿を見失った。 

 リングの外周は内周よりも 8ｍほど高い。周囲の傾斜に

は「湿原」を思わせる植栽造形が見られた。随所にリサイ

クル素材が使われている。それが観ようによっては「雪

渓」を思わせるので、なかなかオシャレな人工景観である

と思った。 

「スカイウォーク」と呼ばれる回廊は、訪問者が約30分

かけて 1 周することができるように設計されていると聞

く。双眼鏡を覗きながら、海浜や人口の水辺空間の眺めを

楽しみ、一周するのに70分ほどかかった。 

 

 再利用に向けて自治体が知恵 

 

この巨大リングは万博閉幕後にどうなるのか、一部保存

の手法が早くも話題になっていた。もちろん、基本的には

解体・撤去されることになるのだが、レガシーとして外部

形体を残せ、という意見も出たらしい。が、元々、仮設の

建築物なのであり、維持管理の永続性の確保には無理があ

る。 

私たちが訪れた時点では、博覧会協会理事会は関西パビ

リオン付近の約 200ｍをモニュメントとして残す方針であ

ると伝え聞いた。その後、大阪府・市、経済界などとの合

意で、北東 200ｍを原型で残し、大屋根リングとその周辺

を市営公園として整備することになったらしい。 

 林Ｊ会の視点から特に留意したいのは「木材の再利用」

に他ならない。〝はやり〟の温暖化防止・炭素貯留の観点

からも、希望を出す自治体、事業者への譲渡を積極的に進

めるべきだと思うのだが、2025年12月時点では総素材量の

8分の1ほどに留まっていると聞く。 

 一部は能登半島地震 （2024年）で被害を受けた石川県珠

洲市の復興公営住宅に利用されるらしい。万博のレガシー

が復興住宅の中で生かされることを高く評価したい。完成

した際には、ぜひ林Ｊ会共同視察先の対象として検討した

いものだ。また、愛媛県は 2026 年開催の第 76 回全国植樹

祭での再利用を検討しているという。天皇皇后の歩道やス

テージ等に利用されれば、植樹祭のステータスを向上させ

ることだろう。このほか多くの自治体が工夫を凝らした大

屋根リング素材再利用計画を提示することを期待したい。 

 

「木を活かして命輝く未来へ」 

 

 万博の華麗なシンボルとしての使命を果たした大屋根リ

ング。その意義を広報した大阪府木連の健闘と木材産業関

係者の総括の話題について触れておく。日刊木材新聞や日

本林業調査会の隔週刊「林政ニュース」誌上で詳報され

た。 

 2025年度の全国木材産業振興大会（通算59回目、全国木

材組合連合会、全国木材協同組合連合会共済）が 9 月 4 日

大阪市で開催され、実行委員長の津田潮大阪府木連会長は

「今大会のテーマは〝木を活かして命輝く未来へ～万博と

ともに～〟であります。私たち府木連はあらゆる機会に、

〝健康や地球環境にふさわしい木材を活かした万博〟をと

標榜してきました。そして、大屋根リングの木造化やパビ

リオンの Wood 化に向けて全力で取り組みました。大阪が

変われば、日本が変わるという気概を見せることができま

した」と挨拶した。 

 万博会場では各国パビリオンの多くに木材が利用され、

各ゲート、飲食施設などにも木材が利用され〝木造・木質

のオンパレード〟の様相を見せた。これは万博構想が具体

化して以来、長年にわたる府木連の呼びかけとアドバイス

の成果でもあった。菅野康則全木連会長も「万博から大き

な力をいただいた」と府木連の発想と努力を礼賛した。 

同大会で宣言され「住宅・非住宅の建築物への木材利用

を積極的に働きかける」等のスローガンの中に、万博・大

屋根リングのレガシーが活かされ続ける。 
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大阪関西は「木の万博」「木質パビリオンに存在感」な

どと一般マスコミに掲載されるなど、林Ｊ会員として注目

度満載のイベントだった。世界最大の木造建築として、ギ

ネス登録された大屋根リングを中心に報告する。 

 

１．なぜ木造リングになったのか？ 

 

リングを設計した藤本壮介氏談に注目したい。 

「世界的に今、大規模な木造建築への注目が高まってい

る。木材は持続可能（サステナブル）な素材。自然の森で

育つ過程で二酸化炭素を吸収し、木を切った後にすぐに植

林をして、森林を再生させるという循環を生み出してい

る。……日本は千年以上の木造建築の伝統を持ち、木造の

技術も非常に高い。万博というグローバルな発信機会に、

日本の持つ伝統と最先端の技術を組み合わせて、世界最大

の木造建築を作ることは非常に意義深いことだと考えた」 

 

２．大阪・関西万博と持続可能性 

 

万博を現地で取材する前に、万博会場近くの「大阪木材

会館」で事前説明会があり、万博協会持続可能性局長から

「大阪・関西万博における木材調達コードと木材の再利

用」というタイトルで話を聞いた。 

万博協会は「いのち輝く未来社会のデザイン」というテ

ーマを掲げ、大阪・関西万博を SDGs 達成、さらには

SDGs+beyondへの飛躍の機会と捉えている。また、大阪・関

西万博は、その運営においても「SDGs 達成を実現するた

め、環境や社会への影響を適切に管理し、持続可能な万博

の運営を目指す」として、物品やサービスの調達プロセス

における持続可能性への配慮を実現するための基準や運用

方法等を定めた「持続可能性に配慮した調達コード」を

2022 年 6 月に策定・公表している、との説明を受けた。 

調達コードの中で、木材はどのように扱われているだろ

う。プレゼン資料に木材調達基準があり、以下のような概

要説明があったことに注目したい。 

 

建築材料として使用する木材などの要件 

 

１． 伐採に当たって、原木の生産された国又は地域に

おける森林に関する法令等に照らして手続きが適

切になされたものであること 

２． 中長期的な計画又は方針に基づき管理経営されて

いる森林に由来するものであること 

３． 伐採に当たって、生態系が保全され、泥炭地や天

然林を含む環境上重要な地域が適切に保全されて

おり、また、森林の農地等への転換に由来するも

のでないこと 

４． 森林の利用に当たって、先住民族や地域住民の権

利が尊重され、事前の十分な情報提供に基づく、

自由意思による合意形成が図られていること 

５． 伐採に従事する労働者の労働安全・衛生対策が適

切に取られていること 

なお、サプライヤーはコンクリート型枠合板につい

ては再使用の促進に努め、再使用する場合でも1～5を

満たすことを目指し、少なくとも 1 は確保されなけれ

ばならない。 

（要件への適合度が高いもの） 

・  FSC 、PEFC、SGEC の認証材は上記の要件への適合度

が高いものとして原則認める。 

・  認証材以外は別紙の方法により証明されなければな

らない。 

 

上記の１から５までの要件（満たすべき条件）は2021 年

の東京オリパラと同じで、ほぼ、持続可能な木材を規定す

る国際的なコンセンサスとなっている、重要な指標であ

る。 

 

３．巨大木造リングを形成する木材が 

全部持続可能な木材か？ 

 

局長から以下の説明があり、全く同じ情報がネット上に

も掲載されている.。 

 

大屋根リングに関する木材調達確認結果 

 

1  木材の個別基準に関する遵守状況の確認 

調達コード個別基準「木材」の遵守状況に関して、

大阪万博の木材利用 
大屋根リングの木材の履歴 

 
藤原 敬 

持続可能な森林フォーラム代表 
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大屋根リング木材について、その調達ルート、認証材

使用などについて確認 

【確認方法】 

・大屋根リングで使用する木材について、博覧会協会

担当部局を通じて施工者に確認し、木材の調達ルー

ト、認証材使用などについて確認 

【確認緒果】 

・木材の産地について 

・リング全体の木材数量約 2.7 万㎥に対し、国産材が

約 7 割（約1.8万㎥) 

●認証材の使用について 

・国産材は、認証材(SGEC/PEFC) が一部、その他は調達

コード個別基準：木材」の別紙（認証材以外の場合の

確認方法）により基準を満たす木材であることを確認 

・海外産材は、全数が認証材（ PEFC) 

 

「万博協会持続可能な調達WG 第13 回会合」というネッ

ト上の情報 https://www.expo2025.or.jp/report/report-20251023-

01/を見てみたが、上記とまったく同じ情報が掲載されてい

た。 

木材リングを構成する木材の 3 割が輸入材で、すべて認

証材（PEFC）は（FSC 材は一本もなし）はよいとして、国

産材の認証材（SGEC/PEFC）が一部、その他は調達コード

個別基準「木材」の別紙（認証材以外の証明方法）により

基準を満たす木材であることを確認。 

 

４．調達コード個別基準「木材」の 

別紙（認証材以外の証明方法）とは？ 

 

ネット上に掲載されていたものを確認したい。 

 

別紙（関連部分） 

（１）調達基準 2 の➀の確認については、林野庁作成

の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のた

めのガイドライン（平成18 年2 月15 日）」に準拠した

合法性の証明によって行う。なお、コンクリート型枠

合板の合法性の証明については、国の「環境物品等の

調達の推進に関する基本方針」（平成 28 年 2 月 2 日変

更閣議決定）における「合板型枠」と同様の扱いとす

る。 

（２）調達基準 2 の➁～➄の確認を行う者（確認実施

者）については、国産材の場合は森林所有者、森林組

合又は素材生産事業者等が確認を行うこととしていま

す。また、輸入材の場合は輸入事業者が確認を行うこ

ととしています。 

 上記の確認実施者は、説明責任の観点から合理的な

方法に基づいて、別紙に示す➁～➄に沿って確認を行

ってください。確認の方法については、関連文書の収

集、関係者への聞き取りや質問票の徴取、現地確認等

により必要な情報を収集する方法が考えられますが、

できる限り客観性のある根拠に基づいて確認すること

が望まれます。確認の結果については、書面に記録し

てください。又は、その結果を証明する第三者の監査

報告をもって代えることもできます。 

その上で、確認実施者は、確認の結果を書面にて納

入先等に示してください。これ以降の加工事業者や流

通事業者等においても、確認実施者から書面とともに

納入された木材を、そうでないものと混ざることのな

いよう適切に分別管理した上で、次の納入先に販売等

する際に、書面により示してください。（なお、書面に

ついては、既存の納品書等に同様の情報を追加記載す

ること等で対応いただいてもかまいません。又は、そ

の結果を証明する第三者の監査報告を提出することを

もって代えることもできます。） 

書類は日本語で作成し、英語表記のものは日本語訳

を添付してください。 

型枠工事事業者は、コンクリート型枠合板を再使用

する場合について、すでに使用されたものである旨を

書面により証明することが求められます。 

各事業者は、調達する木材の入出荷の記録や証明

書、そしてDDやモニタリング調査結果等の書類を5年

間保存し、博覧会協会の求めに応じて提出していただ

く場合があります。  

 

これを簡単にまとめると、➀の合法性については、林野

庁の合法木材ガイドラインにしたがって合法性を証明（木

材事業者だれでも？やっている）。さて、➁から➄の持続

可能性については「国産材の場合は森林所有者、森林組合

又は素材生産事業者等が確認をしてそのことを書類でつな

ぐ」となっている。 

 

５．クリーンウッド法の理念との関連 

 

万博リングを構成している巨大な柱（ほとんど国産材）

を生産した素材生産事業者の責任者は、その原木を売り渡
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した集成材事業者に「この原木はすべて持続可能である」

という主旨で、下に示すような「証明書」（著者のアイデ

ィア）を手渡しているのである。 

昨年クリーンウッド法が改正されたけど、合法性の証明

以外は対応できていないので、「持続可能性については、

どのように対応していくのか」と聞くと、「3 年後の次回改

正にむけて、がんばる」という回答を林野庁担当者はす

る。 

（注）CW 法改正は消費者に何をもたらすか？――4 月施行

に む け た ｢ 説 明 会 ｣ ｢ 利 用 推 進 協 議 会 ｣ 。 参 照

https://jsfmf.net/boueki/CWLsekojunbi/CWLsekojunbi.html 

こんなシステムが定着していたら、すごい財産である。 

 

６．万博リングの足元で 

 

ここまで事前説明会の内容を中心に報告した。その後、

万博の現地に行って、巨大リングの下で、建築の一端を担

った大林組の関係者から、施工に向けた苦労話をふくめ

た、丁寧な説明を聞いた。が、木材の調達に関してはほと

んど話は聞けなかった。 

万博の巨大リングの建設プロセスがすべてわかっている

わけではないが、2023 年12 月工事の様子がマスコミに紹介

されている 

（万博の巨大木造大屋根リング――どんなレガシーが？

（2023/12/12）https://jsfmf.net/sinrin/ banpakulink/banpakulink.html ） 

11 月に施工現場が公開されるに至る過程で、木材調達は

いつから始まったのか？ 1 年前としても、2022 年 11 月

か？ 木材調達基準が公表されたのが 2022 年 6 月だった。

本当に伐採現場で、先にいったような情報管理ができてい

たのか？ これらが現場から情報発信がされているはずな

のに、万博木材リングがレガシーとなるかどうか、少し心

配な点である。 

■原木の持続可能性「証明書」 
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10 月6 日実施。講演者は岐阜県の造林技術研究所、横井

秀一さん。110 ページにわたるプレゼン資料をいただき、

ややこしい広葉樹施業について技術的なバックグラウンド

を含めた体系的な説明をうかがうことができた。横井さん

の御厚意に深く感謝する。 

 

今年度の林 J 研究テーマは「広葉樹林業の再生」であ

り、5 月の第 2 回研究会では長崎屋圭太林野庁森林整備部

長（当時）から「里山広葉樹と利活用と再生とに向けて」

という演題で話を聞き、7 月の共同取材では広葉樹林業の

蓄積のある北海道の現地への視察視察と積み重ねてきた。

それを踏まえて技術・包括的な重要な勉強会であった。 

 
森林は自然の摂理に則って変化 

 

横井氏が作成したプレゼン資料は素晴らしい内容であ

る。針葉樹の人工造林に取り組んできた技術者が「いよい

よ、広葉樹造林に取り組まねば」という時に、是非読んで

ほしいテキストであるのではないかと思う。全体の構成は

以下の通り。 

 

＜資料の構成＞ 

森林生態学を踏まえた広葉樹林施業 

１．造林技術に寄与する生態学的知見 

〇概論：針葉樹と広葉樹:生態的特性の違い／森林施業

の基本原則:合自然性の原則／造林技術は科学技術／ 合

自然性の根拠になる科学的な大原則／森林整備作業で

すべきことは自明で単純／森も木も枝葉も大事／時間

軸で森林を捉える／広葉樹林施業は職人技ではない 

〇種子散布様式とセーフサイト 

外生菌根とアーバスキュラー菌根 

〇開葉様式・シュート伸長様式 

休眠芽と萌芽・後生枝 

〇初期成長速度と耐陰性 

〇成長に伴う樹冠の発達 

〇樹木の生育立地と分布様式 

２． 広葉樹林の更新 

〇概論：更新のステージ／撹乱～更新のタイミング／

撹乱前に存在する稚樹（前生稚樹）／撹乱後に発生し

た稚樹（後生稚樹） 

〇天然下種更新 

〇萌芽更新 

〇植樹造林 

３． 広葉樹林の保育 

〇概論：森林の発達の 3 つのステージ／木材生産のた

めの理想的な広葉樹の管理／保育のステージ／樹高成

⾧のための作業／樹高成⾧のための作業/ 広葉樹天然生

林の保育の限界 

〇天然生林の除伐 

〇天然生林の間伐 

まとめにかえて 

講師  造林技術研究所 横井修一氏 

 

2025 年度   第 4 回研究会 

森林生態学を踏まえた 
広葉樹林施業 

10 月6 日 林友ビル６階中会議室 

 

藤原 敬 
（林業経済研究所フェロー研究員・持続可能な森林フォーラム代表） 
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森林生態学を踏まえた広葉樹林施業 

 

横井さんは講演を通して、「森林は自然の摂理に則って

変化する」ことを強調された。「樹種の性質を変えること

はできない。だから→ 森林の生態と樹種の性質を関連付け

て理解し施業に応用するしかない」のである。 

 
標準化が難しい広葉樹施業 

 

テキストの冒頭 5 ページ目に「森林施業の基本原則：合

自然性の原則」というスライドがあり、私には特に印象的

だった。 

 

＜森林施業の基本原則＞ 

自然に反する森林施業は行わない（自然に逆らった森

林施業はどこかで失敗する） 

厳しい自然環境や脆弱な立地では林業活動を行わない

（合自然性に反する森林経営はいつか破綻する） 

自然界で起きている現象を上手に利用／制御する 

自然の流れに沿うよう上手に目標へと誘導する（林木

は生きものであるとの意識を常に持つ・樹木に対する

理解を広げる／深める） 

 

それぞれ、重要なコンセプトであるということは分か

る。そこで思い当たるのが、、第2 回定例検討会で、長崎屋

部長が語った以下の言葉である。「広葉樹人気は出てきて

いるが、政策化されれてないのでないか？」という質問に

答える形で、長崎屋氏は「広葉樹が国の施策になりにくい

のは『標準化が難しい』からである」と明言した。 

そこで針葉樹造林を念頭においた国有林の造林事業（委

託事業）の概要について触れてみたい。以下の記載が注目

される。 

＜主な作業の種類＞ 

 地拵（じごしら）え ： 人工造林の準備作業として、苗

木植付のために伐採跡地の残材・枝等を整理するこ

と。 

 植付 ： 苗木の植栽 

 下刈り ： 植栽木に＜日光が当たるよう、雑草木等を刈

り払うこと 

 除伐 ： 樹木の生育を妨げる他の樹木の刈り払い 

 間伐 ： 樹木の成長に応じて、一部の植栽木を伐採し、

立木密度を調整すること 

 

このように針葉樹施業は「標準化」されている。 

しかし、広葉樹の場合、どんな状況の現場なのかによっ

て、どんな樹種を対象として広葉樹施業を考えるのか？気

候帯に合致する樹種を選び、それに応じて植栽することが

天然下種更新などを決める（広葉樹林の更新）。そして広

葉樹林の成長にともない、森林の発達の 3 つのステージ

（更新期、樹高成長期、肥大成長期）に応じて阻害要因を

とりのぞく作業をおこなう必要がある（広葉樹の保育）。 

 
マーケット関係と遺伝子拡散への配慮 

 

前述の長崎屋部長の報告が、「里山広葉樹林の再生に向

けて～林野庁国産広葉樹利活用推進チームの挑戦～」とい

うタイトルだったように、林野庁のプロジェクトチームは

「広葉樹施業推進」でなく「広葉樹利活用推進」を強調す

る。近くのマーケットに目をむけて、どんな樹種が必要と

なるかをまず調査することから始まる。その作業の次の段

階を迎える時、この横井報告はすごく役に立つのではなか

ろうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                    

 

 

 

 

16 

東西南北 投稿欄 

 

政策論・システム構築論の視点からは「遺伝子拡散への

配慮」、という項目が重要と思われる。 

 

遺伝的攪乱とは：「長い歴史で形成されたある種の遺伝

構造や遺伝的多様性が人為的に持ち込まれた個体との交雑

によって乱されること」である。日本にはこのリスクを排

除するため「林業種苗法」（「優良な種苗の供給を確保し、

もつて適正かつ円滑な造林を推進して林業総生産の増大及

び林業の安定的発展に資することを目的」とする）があ

る。対象樹種は「林業種苗法（以下「法」という。）第二

条第一項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかま

つ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゅう

きゅうまつとする。」（林業種苗法施行令連）とされてお

り、広葉樹は、林業種苗法の対象外になっている。 

森林総研によって、広葉樹の種苗の移動に関する遺伝的

ガイドラインが作成公開されてるが、林野庁も「里山広葉

樹林の利活用を通じた再生に向けての提言」などで、広葉

樹施業を推進する方向になっているようなので、検討が進

むことを期待する。 

 
クマ対策のためにも 

 

2025 年の秋以降、毎日のようにニュースでクマ被害が取

り上げられた、11 月 14 日新たな『クマ被害対策パッケー

ジ』が公表された。その中長期対策というカテゴリーの中

に、「針広混交林や広葉樹林への誘導、広葉樹の病害虫被

害の防除（担当林野庁）」という規定が設けられている。

この視点からも広葉樹施業問題が国民の注目を浴びるきっ

かけがさらに広がる可能性がある。 

東 西 南 北 
投稿欄 

音響効果バツグン 
木造の桐朋学園大学音楽ホール 

堤 哲 
（会員、毎日新聞OB）      

CLTを構造材とした世界初の純木造の音楽ホール。東京調

布市にある「桐朋学園宗次（むねつぐ）ホール」である。設

計は隈研吾さん。「誰もがびっくりするほど素晴ら 

しい音響」なのである。 

完成は 2021 年 3 月だから、すでに５年経つ。当時の

桐朋学園大学学長が毎日新聞の後輩・梅津時比古さん

（77）。現在も客員編集委員として月１回、朝刊に「音

桐朋学園宗次ホール（H棟） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のかなたへ」、夕刊に「コンサートからの問い」を連載し

ている。同氏が学長に就任した 2013 年４月、音楽学部は

２つの校舎があったが、ともに「地震に耐えられない」

と、文科省から「建て替えるか補強するか」と迫られてい

た。 

まず旧校舎を建て替えた。建築各社のプレゼンテーショ

ンのなかで、隈研吾さんの木造の設計に魅かれた。宮沢賢

治の「セロ弾きのゴーシュ」にチェロの中に野ねずみの親

子が入る場面がある。「大きな楽器の中に学生が入って、

練習やらいろいろなことをしている」と隈さんに話したこ

とがある。2016 年 11 月に完成した S 棟（地上４階地下１

階、延べ 4727 ㎡、総費用 21 億円）は、少し屋根が傾いて

いて、チェロを横たえているように見える。 

一方、だが、音楽ホールのあるH棟（地上3階建て、延

べ2354㎡、うち内ホール面積384.45㎡＝舞台、客席のみ、

総費用 19 億 6621 万円）は、資金不足だった。クラシック

音楽好きの CoCo 壱番屋創設者・宗次德二さんに「ホール

に助成して欲しい」と手紙を出した。宗次さんは、翌々日

東西南北 投稿欄 

 

に大学に来られ、「ホールはいくらかかるのですか」「８億

円です」「分かりました」と即答だった。 

設計は S棟と同じ隈研吾さん。ホールの客席は 225 席。

席数を減らして舞台面積を増やし、大編成のオーケストラ

が乗るようにした。「音響が非常に良く、NHK さんが録音

によく使われ大好評です」と梅津さん。隈設計事務所の

HP には、「ホール内の壁と天井にスギとヒノキの CLT を

あらわしとして採用し、『折り紙』をヒントに作成した折

板構造は音響反射板としての役割も兼ねています」とあ

る。この建設は、林野庁の助成も受けた。補助事業

「CLT・LVL等の建築物への利用環境整備事業」である。 

 

蛇足ながら、CLT（Cross Laminated Timber：直交集成

板）とは、木の板（ラミナ）を繊維方向が直交するように

積層・接着した、大判で厚みのある木質パネル建材。強

度、断熱性、遮音性、耐火性に優れ、中高層の木造建築物

や壁・床材として、工期短縮や国産材利用拡大（地方創

生）に貢献する次世代の建築材料である。 

 

バリ島「水源の神の森運動」が 
私たちに訴えるもの 

土井一満 
（会員、裏千家関東第一地区副委員長） 

 

「林政ジャーナル」68、69 両号に掲載のインドネシア・

バリ島の「ヒンドゥ教・水源の神々の森の復興」に関する

記事を興味深く読ませていただきました。 

大切な地球環境の状況が年々深刻化していることは、日

本でも夏の異常な暑さによって切実に感じられます。しか

し個人の短い一生の中で、大きなスパンの問題を自分の事
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桐朋学園宗次ホール（H棟） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土緑化推進機構」、法律に基づいて行われている「緑の募

金」という民間レベル協力事業の力が加わっていることも

初めて知りました。 

インドネシアは、これからますます経済発展していく若

さあふれる国です。人口の増加、急速な都市化、消費市場

の拡大、観光産業への投資と展開、インフラプロジェク

ト、エネルギー産業の動向等など、其処では様々な摩擦が

起こり得ます。それに伴い、伝統文化や生物多様性、景観

保持が揺らいでいくことも考えられますが、ここにこそ日

本からの心のこもった支援・協力が発揮されなければなら

ないと、私は考えます。 

今回のレポートにあるような、地域社会と結びついた地

球環境の保全のための運動が何時までも続いていくことを

期待します。非常におもしろかった。 

 

としてとらえることは、なかなか難しいように思います。 

生きていくのに必要な経済活動や人間関係に埋もれがち

な私たちは、この問題の重要性に気付きながらも、いつも

後回しにして問題解決を先送りする傾向を否定できませ

ん。そうした中、バリ島の少数民族アガ族は土着文化が豊

かに残る水源の神への信仰を復活させようとしています。

そのことから地球規模の環境問題に取り組もうとする切実

な意欲が伝わってきます。 

水と森の文化を再認識し、植林作業とも結び付け、地域

の担い手としての若者の新たな集団を生み出していく過程

に大いに共感しました。環境問題を自分の事として、足元

の課題から取り組み、行動する下地を作っていく。アガ族

の若者たちの姿はたくましく、私はその発想と活動力に敬

服し、感心させられました。また、そこには我が国の「国

森林認証の増加とSDGs 

梶谷辰哉 

（会員、SGEC／PEFCジャパン専務理事） 

 

2020 東京オリンピック以降認証数が停滞していたが、

2025 年度は久しぶりに新規の認証取得が終了数を上回っ

た。これは最終需要者の認証原材料、製品に対する関心と

需要の広がりを反映している。ベースにはSDGｓなど持続

可能な社会づくりの動きが広がっていることが考えられ

る。 

SGEC/PEFC ジャパンの調査によると、このような動き

は大阪・関西万博施設における認証材利用にもみられ、メ

イン施設である「リング」のほか各国パビリオンにおい

て、多くの認証材が使用された。こうした認証材への関心

は、SNS による認知度に関する認知度調査によると、フォ

ロワー数、クリック数等が増加してきており、一般消費者

にも徐々にではあるが、広がっていることがわかる。 

一方、最近の EUDR （EU 市場で流通する特定品目が森

林破壊や森林劣化に関与していないことを企業に義務付け

る規則）を踏まえ、デフォレステーション・フリー（森林

減少、劣化をもたらさない原材料）の動きを踏まえた規格

の改正が行われた。原生林から人工林への転換、森林の農

業利用への転換などを認めないとの規定、伐採箇所の地理

的位置情報保持の義務化などが盛り込まれた。今後「ネイ

チャーポジティブ」に対応する規格の改正が予定されてい

る。 

また、日本の FIT/FIP 制度の発電事業者に関するガイド

ラインの改正に対応できるよう輸入バイオマス原材料につ

いて、合法性、持続可能性のほか温暖化効果ガスの排出量

の計算についても認証する新たな FIT/FIP 対応規格の策定

も進められている。このように国内外の動きに迅速な対応

が図られている。 

2016年SGEC規格はPEFCの承認を受け、以来国際的に 

通用する規格としての位置付けを得たが、本年は節目の年

となる。このPEFC相互承認10周年を記念したイベントの

開催が今秋に計画されている。また、一般消費者の森林認

証に対する理解の促進のためSNSによる情報発信を増加す

るなどプロモーション活動の強化を行うとしている。

SGEC/PEFC ジャパンはこうした機会を通じ更なる発展を

目指している。 

東西南北 投稿欄 
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まとめ・編集部 

 

活動 
 

林J会員 

 

 2025年年11月18日、農林水産省会議室において令和

7 年度国有林野事業業務研究発表会が開催され、鈴木、米

倉両氏が審査員として意見を述べた。全国各地で国有林

野の管理経営に携わる林野庁職員が、現場業務の実行を

通じて得られた森林の効率的な整備手法や森林環境教育

の推進、森林生態系の保全管理等に関する諸課題につい

て、現場的視点で考察した成果を広く発信・普及すると

ともに組織全体で共有し、今後の取組につなげていくこ

とを目的にしている。 

審査の結果、下記2点に日本林政ジャーナリストの会会

長賞が授与された。＜森林ふれあい・地域連携部門＞

「学校林活動による児童の森林に対する意識変容につい

てーアンケート調査を活用した取組の改善―」関東森林

管理局山梨森林管理事務所：平田和嗣、遠近深空。＜森

林技術部門＞「鹿児島県南薩地域における国産広葉樹の

活用」九州森林管理局鹿児島森林管理署：嶋徹矢、一川

彩華、宮本和久。 

鈴木氏の感想 今回で3年連続の審査となるが、毎年、

国有林の現場職員による創意工夫と高い問題意識に感銘

を受けている。国有林は広大な森林を管理する行政組織

であると同時に、地域社会と向き合いながら多様な課題

に応える現場でもある。本発表会では、獣害対策、ICT活

用、森林教育など、日々の業務の中から生まれた実践的

な研究成果が数多く報告された。限られた人員と予算の

中でも、試行錯誤を重ねながら課題解決に取り組む若い

職員たちの姿勢が印象的であった。 

受賞対象の「学校林活動による児童の森林に対する意

識変容について、アンケート調査を活用した取り組みの

改善」は興味深い。森林教育は重要性が語られながら

も、その効果検証は十分とは言い難い。児童の意識変化

をデータによって可視化し、活動内容の改善へとつなげ

ようとする点を高く評価した。森林と社会の関係を次世

代へどう伝えていくか。その問いに対する誠実で地道な

取り組みであると感じている。 

それにしても、この研究発表会は、もっと広く国民に

知られるべきだ。国有林がどこにあり、そこでどのよう

な管理が行われ、どのような人々が森林の公益的機能を

支え続けているのか―その実像は、必ずしも十分に伝わ

っていない。私たちの暮らしと密接に結びつく存在であ

る国有林。その背後で重ねられている不断の努力が、よ

り多くの人々に共有されることを願ってやまない。発表

内容は林野庁ホームページで公開。ぜひご覧いただきた

い。 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/gijutu/kenkyu_happyo/

R7/R7_happyo.html 
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 小坂善太郎林野庁長官の開会挨拶の後に、林野庁治山課

の藤田聡課長補佐が「新たな定量化手法の背景とその活用

方法」について説明。CSR の一環として行われてきた「水

資源保全」や「環境教育」が、企業価値や事業継続性に直

結する戦略課題へと位置づけが変わり、Water Positive や

Water Stewardship が重視され、森林の水源涵養機能を定量

化する要請が高まっていると指摘した。 

 続いてサントリーホールディングス（株）の瀬田玄通氏

から「新たな定量化手法による計算結果の紹介と企業の活

用方法」という講演があった。自社の森林保全の取り組み

会員活動 アラカルト 

鈴木敦子（副会長）・米倉久邦（監事） 
 

国有林野の事業業務研を審査 

11 月 28 日（金）、江東区新木場の木材会館で開催の林

野庁主催「多様な主体に森林づくり活動と水源涵養機能

に関するセミナー」に参加しFB報告した。 

林野庁は、SDG や CSR の動きを踏まえ、企業等による

Water Positive への取り組みを促進するため、3 年前から名

古屋大学の五味高志教授を委員長とする検討委員会を設

けて、森林の水源涵養機能を定量化する手法の開発を行

ってきた。 

上河 潔（事務局長） 
 

水源涵養機能の定量化に期待 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員活動 アラカルト 
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 北海道・東北の森林問題への関心と共に、古代社会のあ

り様解明に関する学習を続けている。その息抜きに「第 76

回さっぽろ雪まつり」を訪れ、2 月 3 日の大雪像引渡式を

つぶさに見た。 

 今年は大雪の当たり年で、札幌市内はどこも真っ白だ。

4丁目広場の雪まつり会場の一角に、「縄文時代の心を現代

に伝える国宝の中空土偶」のコーナーが設置されていた。 

今年の大雪像は世界遺産遺跡群の北海道エリアから出土

した「カックウ」である。青空を背景に威容を示し、訪れ

た人々を古代史ロマンへと誘っている。この広場には「祈

り～縄文からのメッセージ」と副題がつけられていた。 

カックウは出土した函館市南茅部地区の「茅(ｶﾔ）」と、

中空土偶の「空(ｸｳ)」を合わせた愛称である。1975年に南

茅部のジャガイモ畑で発見され、2007年には北海道初の国

宝に指定された。青森三内丸山遺跡「６本掘立柱」と並ぶ

北日本世界遺産のシンボル的存在といわれる。 

私は2021年前後から、すっかり〝縄文おじさん〟にな

って札幌国際大学の縄文世界遺産研究室に入り浸ってき

松尾 誠之（会員） 
 

札幌の雪まつりをFB報告 

と国際的な水資源の定量化と国際ルール策定について紹

介。一例として世界資源機構（WRI）の VWB（Volumetric 

Water Benefit:水の量的効果）が取り上げられた。 

 次に宮崎大学の篠原慶規准教授が「新たな定量化手法の

学術的背景：蒸発散を中心に」の主題で講演。今回開発さ

れた定量化手法は、森林の降水量から直接流出量と蒸発散

量を差し引き、地下水を涵養し基底流出に貢献する水量を

「水資源涵養量」と定義し、数量化した。 

降水量はアメダスのデータを使用。直接流出量は、米国

農務省が開発したカーブナンバー法を用いることとして、

国内19の林地流域で観測された165年分のデータを収集し

て、日本向けのカーブナンバー値を推定。カーブナンバー

値は、地質によって異なるため、第三紀、花崗岩類、中古

生代、第四紀の4タイプを設定している。 

 蒸発散量は林冠からの遮断蒸発量と光合成による蒸散量

で構成される。詳細モードと簡易モードがあり、詳細モー

ドは月単位の気象情報と針広区分、常緑/落葉区分、流木

密度、胸高直径、樹高の情報をモデルに入れて計算する。

林分調査はプロット調査を適用する。簡易モードは、あら

かじめ地域別に既定値が与えられている。林野庁の定量化

手法は、エクセル計算ツールが用意されていて、数値を入

力することで容易に計算することができる。 

 その後、名古屋大学の五味高志教授をファシリテータ―

に、篠原慶規氏、瀬田玄通氏に加えて、（株）モリアゲの

長野麻子氏、森林総合研究所の久保田多余子氏、林野庁の

村上幸一郎治山課長をパネリストにして、パネルディスカ

ッションが行われた。 

 

 上河氏見解 森林の水源涵養機能を定量化できるツール

が提供されることで、企業等の森林づくり活動の成果が見

えることになる。CSR や TNUD への活用が期待される

が、国際ルールとの整合性の確保が課題となろう。正式に

公表されるのは2026年3月という。今後の展開が楽しみで

ある。 
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 「新しい林業実行プラン」の次に進めるべき課題に取り

組む国有林野事業技術開発委員会が2月6日（金）、東京霞

が関の農林水産省内で開催され、林野庁長官が統一課題に

指定する「超緩効性肥料を用いたエリートツリー等コンテ

ナ苗の活用」試験への取組み状況と、全国７森林管理局が

独自の工夫を凝らした課題の試験状況や成果が報告され

た。以下はジャーナリストの視点からの評価。 

 

 ＜森林管理局が一斉に取り組む試験＞ 

「森林・林業施策全体の推進に貢献する」ため、2020 年

代の技術開発の主役となったのはエリートツリー等コンテ

ナ苗（特定苗木を含む）に関する試験。各局統一的な対応

を取ることにより、下刈り回数の縮減による省力化、低コ

スト化に関する技術の確立を目指している。北海道ではト

ドマツ、四国と近畿中国の一部ではヒノキ、その他の森林

管理局ではスギが試験樹種として選ばれた。カラマツはな

い。 

全国16 カ所に設置した試験地は各局5ha 程度以上、請負

作業で一貫作業する場合は2.5ha程度でも可とされる。コン

テナへの移植時または植穴に同一品目の施肥を行ない、そ

の効率性の検証が大きなポイントとなる。 

試験期間は2029年度末までの5年間。各局ごとに得られ

た成果を広報し、民有林の経営に役立つ知識・技術を提供

するという。統一課題試験の成果の行方は、国有林野行政

の〝存在感〟が問われる場面ともなりそうだ。 

 

 ＜家具素材ユリノキの実用化に期待＞ 

 林 J 会 2025 年度研究テーマは「広葉樹林業の再生」であ

り、その観点から東北森林管理局の「早生樹（ユリノキ）

の更新特性等と需給実態」試験の状況に注目した。 

 同局は「伐採から再造林・保育に至る収支のプラス転

換」のため、「早生樹を使用した施業モデルの開発」に取

り組む。多くの樹種を検討するうちに、植栽によらず萌芽

で更新する広葉樹・ユリノキに着目した。同種はモクレン

科ユリノキ属に属する落葉高木であり、欧米で家具材・内

装材として人気がある。日本における造林樹種としての可

能性をさぐることにした。 

2027 年度までの 5 年計画で青森、秋田、岩手、山形、宮

城の各県に試験地を設け、更新や生育の特性を調べた。同

局は特に降雪量と生育具合の関係に注目した。その結果、

寒冷地であっても、萌芽枝は樹冠が開けている試験地では

良好な成長を示した。また、種子の飛散は 92m に達する

が、周辺森林への影響は少ない。転倒や枯損はヤマハンノ

キやイチョウより少なく、1～２回の下刈を行えば樹高が

競合植生を上回るなど、総合的に見て「新たな造林樹種と

して可能性がある」との見解を得た。 

 全国の木材市場を調べたところ、原木価格は 1 ㎥当たり

7000～11000 円。フローリングやテーブル天板への利用の

可能性が林材研究者より報告されている。この試験の継続

により、植栽・造林・出材・販売に関する新たな実用化モ

デル開発が期待される。 

滑志田隆（会長） 
 

国有林野の技術開発試験を評価 

た。研究室のスタッフのような顔をして色々な会合にも出

させてもらった。それだけに上向きかげんに天を見つめる

カックウ雪像には感慨ひとしおである。 

ユリノキ（東京・新宿御苑） 
2025年3月撮影 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国林業改良普及協会 
森林環境税の活用と生物多様性保全に焦点 

  

「現代林業」2 月号で「森林環境譲与税を活かした市町

村の取組――人材育成」を特集し、全国から反響を得た。森

林整備の担い手の確保・育成が大きな課題となる中、森林

環境譲与税を活用した林業人材の確保・育成が着実な実績

を挙げている。同号では最近の事例を 4 つのカテゴリーに

分類し、地方自治体レベルでの人材確保の重要性を考察し

た。 

１）森林整備の担い手不足対策として自伐型林業を導入

し、市民や移住者を対象とした育成研修等を推進＝岩手県

一関市。 

２）森林組合の高卒採用者に対し、林業大学校等への就

学支援や卒業後の育成班による安全技術訓練などを支援＝

愛知県豊田市。 

３）市内の林業事業体に対して森林整備の業務量確保を

図ることで経営力強化と人材確保・育成を支援＝和歌山県

田辺市。 

４）県フォレスターを市町村へ長期間派遣のための人件

費や活動経費に森林環境譲与税を充当し、市町村の森林管

理を担う人材を派遣＝奈良県。 

  

新刊の「林業改良普及双書」No. 211 は「森林の生物多様

性と林業経営の取組」を主題にした。世界的に生物多様性

への関心が高まる中、この観点に配慮した森林管理や施業

を評価しようとする試みが広がる。この流れは、林業経営

において質の高い森林整備による新たな収益の可能性を広

げることにもつながる。このため、生物多様性を林業経営

の中でどのように捉え、実際の施業や経営にどのように生

かしていくのかが問われ続けている。本書では、専門家に

よる解説や、日本各地の実践事例を整理し紹介。新書判 

216 頁。定価1,452 円 （本体1,320 円） 
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プロムナード 選択とまとめ・編集部 

友好団体 

友好団体 プロムナード 

 

  

好評のメルマガ 37 号も人材育成に焦点を当て、林業高

校の存在価値に注目している。卒業後は林業事業体に就職

する人もいれば、林業大学校や大学の林学関係学科に進む

人もいる。学んだ技術を活かして現場で施業を行っている

人も、国や都道府県、市町村などの公的セクターで行政に

携わっている人も。卒業後すぐに森林・林業に従事しない

場合でも、林業大学校や大学の林業関係学科に進学する人

の割合が高くなっている。人口減少が続く中で、産業間の

人材確保競争がますます激しくなるが、林業高校の存在意

義は高まる一方だ。しかし、その数は減っており、「将来

の人材確保のため、森林・林業界として林業高校を応援し

ていくことが大変重要」と指摘する。 
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国立研究開発法人･森林総合研究所 

小笠原諸島・母島列島で 

ムラサキシキブ属の新種2種を報告 

  

島根大学生物資源科学部と森林総合研究所樹木分子遺伝

研究領域、小笠原環境計画研究所、東京都立大学大学院理

学研究科の研究グループは、小笠原諸島の母島列島に分布

するムラサキシキブ属について、形態・遺伝・生態の総合

的な解析を続けてきた。これまでオオバシマムラサキ

（Callicarpa subpubescens）1種とされてきたものを、4つの

分類群に分けるべきであると公表した。2 つの新種と 1 つ

の自然交雑種が分類リストに記載された。 

母島列島では「オガサワラムラサキ（ Callicarpa 

boninensis ）」、「 ハ ハ ジ マ ム ラ サ キ （ Callicarpa 

hahajimensis）」という 2 つの新種と、オオバシマムラサキ

とオガサワラムラサキの自然交雑種「チブサシマムラサキ

（Callicarpa × chibusensis）」を命名した。これにより、小

笠原固有のムラサキシキブ属は 5 種 1 自然雑種に整理され

た。 

今回の成果は、海洋島という限られた環境の中で、植物

がどのように分化・多様化するのかを示す貴重な事例。生

育環境や開花期、形態的・遺伝的特徴の違いから、島嶼で

どのように新しい種が生じるのかを解明する手がかりとな

る。記載した新種・自然交雑種は分布域が狭く、外来植物

の影響も受けており、いずれも個体数はあまり多くない。

分類見直しにより、新たな保全単位として評価され、適切

な保全を進めていく指針となることが期待される。 

緑の循環認証会議 

森林認証制度に関わる要望書提出 

 

SGEC/PEFC ジャパン（一般社団法人 緑の循環認証会

議）は日本森林管理協議会、FSCジャパンと共同で2025年

9月 30日、林野庁計画課に対し「森林・林業基本計画への

要望書」を提出した。 

「我が国の森林は、国産材の供給拡大や林業産出額の増

加といった前進がある一方で、再造林の停滞など持続可能

性への課題を抱えており、真に循環的かつ健全な森林・林

業・木材産業への転換が求められる」との主旨。 

森林・林業基本計画は、森林・林業基本法に基づき我が

国の森林・林業施策の基本的な方針等を定め、おおむね 5

年ごとに変更が行われる。今回の要望書の提出は、次期の

森林・林業基本計画策定への議論の開始に合わせ、「森林

認証制度」の適切な位置づけを計画に盛り込むことを提案

するもの。その理由として、1．生物多様性保全への貢献 

2．森林・林業・木材産業の持続的かつ健全な発展への貢

献 3．林業・木材産業における労働安全の確保 4．国産

木材の持続可能性と国際競争力の向上 5．輸入木材の持

続可能性の担保――が挙げられた。 

森林認証は、木材をはじめとする林産物の利用を通じて

森林環境や資源の持続可能性を確保する有効な仕組みであ

り、将来における我が国の森林資源の循環的利用のみなら

ず、SDGs、ネイチャーポジティブ、ネット・ゼロの実現

等の地球的規模の枠組みにも寄与することが期待される。 

FSC ジャパン代表の太田猛彦氏は「認証材の需要を高

め、世界水準でチェックされる森林管理が広まることによ

り、森林の多面的機能の強化や林業の活性化も期待でき

る。森林認証を是非もっとご活用いただきたい」と話し

た。また、SGEC/PEFC ジャパンの前田会長は「今、求め

られている持続可能な社会をつくるため、森林認証がしっ

かり位置づけられることを期待しています。」と述べた。 
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農林水産政策研究所 

林業参入を促す「中核市の実践」 

――愛知県岡崎市の優良事例―― 

  

2026 年 2 月 10 日発行の「研究所ニュース No.370」で農

業・農村領域主任研究官の多田忠義氏が報告。森林環境税

及び森林環境譲与税や森林経営管理制度が開始され、市区

町村単位の森林行政が重点化されたが、合併を経て私有林

面積が倍増した中核市の事例を考究してみた。以下、概

要。 

 中核市は政令指定する人口20万人以上の市であり、全国

で62団体（1,741市区町村の3.6％）が該当する。人口は合

計2,275万人（全人口の18.0％）、中央値は35.6万人。私有

林人工林面積の合計は32.0万ha（全国の5.5％）。１市あた

りの中央値では 3.1 千 ha。都市と農山村の双方に対し行政

事務を担う必要があると共に、「平成の大合併」を経て林

業施策を講ずるべき私有林面積が急増した傾向があり、広

域的な人工林管理が必要。 

 岡崎市は 2020 年時点で人口 384,654 人、156,619 世帯、

林野率 59.4％。私有の人工林面積 11,858ha。2006年、東部

に位置する額田町を合併して現在の岡崎市となり、2000 年

から 2020 年までの間に私有林面積は 2.32 倍に増加した。

市の西部に人口が集中し、東部にはシイ、カシ、コナラを

主体とする常緑樹・広葉樹の二次林が広がる。旧額田町役

場周辺やその東側では、ヒノキ、スギなどの植林地域があ

る。 

 岡崎市森林整備ビジョン（2011年３月策定、2021年３月

改訂）に基づき、「木こり塾」の開催を通じて森林づくり

に関する理解を促進し、林業で生計を立てようとする市民

や、他産業に従事しながら林業に参入する市民を対象とし

た新規就業・参入支援を行っている。また、高性能機械の

導入促進も実施するなど、林業への参入・定着を促す段階

的な多岐にわたる支援策を実施している。 

 成果の一つとして、森林経営管理制度に基づいて設定さ

れた経営管理実施権の一部を、岡崎市の隣町（幸田町）出

身者が代表を務める林業請負事業体（2018 年新規参入）が

受託していることが挙げられる。また、市産材の需給調整

と流通の円滑化及び需要創出による供給の安定化を目指

し、市や森林組合、市内外の法人などが出資して、2022 年

に地域商社「もりまち株式会社」が設立された。 

「もりまち」が事業を推進することで、地元製材工場と

連携した市産材の商品開発や営業活動も積極的に行われる

などにより、市産材の需要先が確保されつつある。さら

に、建築士等の木材利用者に対する「おかざき木づかい

塾」を開催し、同市による市産材を使用した住宅の新築・

増築・改築への補助や、中大規模木造建築の普及支援事業

が活用しやすい環境となっている。これらは、林業への参

入を促す安心材料になっている。 

 このように中核市は人口・市域・私有林面積で一定の規

模を有し、かつ人口が集中していることにより、森林管

理、素材生産、製材加工から製品の最終需要先までをコン

パクトに完結できる可能性がある。他の市でも、森林資源

管理・素材生産・流通・加工・製品需要先と、それを可能

にする人材の参入状況を踏まえて同様の政策が立案される

ことが期待される。 

日本林業調査会（J-FIC） 
新刊『造林の歴史』が好評 

 

２月３日刊行。副題は「木を植え森を育てた日本人」。

著者は林野庁 OB の松本寛喜氏。神話の時代から現代に至

る森林づくりの歩みをまとめた。大日本山林会長の沢田治

雄氏（林J個人会員）は推薦文を寄せた（以下、概要）。 

森の国と称される日本では、遠く神話の時代から木を植

え育てる「造林」の営みが脈々と続けられてきました。今

日、国内には１千万 ha に及ぶ広大な人工林が広がり、世

界有数の森林資源を形成しています。その礎を築いてきた

先人たちのたゆまぬ努力に、改めて深い敬意を表します。

こうした日本人による造林の歴史については、これまでも

多くの専門書や報告書を通じて紹介されてきました。その

通史を神話の時代から現代まで、一人の著者の視点で記し

たのが、本書『造林の歴史』です。日本の森林はいま、戦

後に造成された人工林が伐採期を迎える一方で、生物多様
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性の観点から重要性が高まっている天然林の適正な管理が

求められるなど、新たな転換期を迎えています。こうした

現状のなかで、私たちは改めて「森の歴史」から学び、未

来により豊かな森林を引き継いでいく責任を負っていま

す。本書は、そのための指針となる貴重な一冊です。 

Web ページ「持続可能な森林経営のための勉強部屋」を

運営する藤原敬・林Ｊ幹事も書評を掲載し、「日本列島と

いうユーラシア大陸の東海岸にある日本という島国で、住

民が何千年も努力してきた、森づくり。その蓄積をふまえ

て、地球環境問題となった森づくりに、地球人がどのよう

なことをしていったらよいのか？ この著作を踏まえて、

世界の人たちにどのようなメッセージを発信していくの

か？ 大切な作業をするうえでの貴重な資料である」と評

価している。Ｂ５判292頁。定価5500円。 

全木連・全木協連 
取引適正化のための自主行動計画 

 

2025 年 12 月 25 日、一般社団法人全国木材組合連合会

（全木連）と全国木材協同組合連合会（全木協連）は、

2026 年１月１日の「取適法」（製造受託等に係る中小受託

事業者に対する支払の遅延等の防止に関する法律）施行に

向けて、取引適正化推進のための自主行動計画を決定し

た。今後、この自主行動計画に沿って、取引先業界に理解

と協力を求めて、木材取引の適正化や価格転嫁に取り組ん

でいく。2月19日には業界関係者に向けたオンライン説明

会を実施した。 

 2025 年 6 月に林野庁が行ったアンケートの結果を見る

と、①価格決定における強い立場を買い方が握っていて価

格交渉がなされない②中小受注者に不利益を強いる不適切

な木材の取引の事例があるなどの実態も一部で指摘され

た。これを受けた両連合会としては「取適法」施行を機に

改善していきたいとの強い決意を表明している。 

また、全木連と全木協連は第60回全国木材産業振興大会

を2026年10月29日（木）に東京都内浅草ビューホテルに

おいて開催する。この大会は木材業界内部の一大イベント

として、毎年、全木連の地域ブロック支部が持ち回りで開

催。今回は全木連本部が主催する。東京での開催は、2014

年以来 12 年ぶり（前回は東京支部が主催）。功労者表彰や

日本製材技術賞の表彰行事も行う。 

 

木になる紙ネットワーク 
特に注目される秩父市の事例 

 

間伐材を活用してコピー用紙など製造し、その売上げの

一部を森林所有者などに還元することで健全な森林づくり

や林業の活性化などを支援する取組みを続けている。 

地域で発生する間伐材を用いた地域ブランドの拡大が進

んでおり、当初より熱心に取り組み、「木になる紙」の普

及を牽引している佐賀県および佐賀市の「佐賀の森の木に

なる紙」をはじめ、福岡県(福岡の森の木になる紙)、愛媛

県(えひめの木になる紙)、滋賀県(びわ湖の森の木になる

紙)、など九州を端緒に北上する形で拡大。直近では大阪府

(大阪の森の木になる紙)、さらには関東圏である埼玉県秩

父市の「ちちぶの森の木になる紙」が上市された。 

このうち秩父市は、2025 年に秩父地域森林林業活性化協

議会が地元の森林資源を有効活用するため、木になる紙ネ

ットワーク、秩父広域森林組合と連携して「秩父地域の間

伐材を活用した名刺台紙」を試作、この取組みがコピー用

紙「ちちぶの森の木になる紙」へと発展した。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市がリーダーシップを発揮し、豊かな自然との共生を前提

とした流域活性化を図る。 

これらの施策は昨年、国土交通省「先導的グリーンイン

フラモデル形成支援事業」の対象に選定され、同事業にお

いては森林を核とした流域連携による効果の体系化、自治

体間の広域的な連携を進めるための流域連携アクションプ

ラン作成を推進している。（『紙パルプ技術タイムス 2026

年2月号』より転載） 
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友好団体 プロムナード 

 

〇国連広報 1 月 30 日＜5 年目を迎えた

国連「1.5℃の約束」気候キャンペーン＞ 

国連広報センターは、「SDG メディア・

コンパクト」加盟メディア有志とともに

展開している「1.5℃の約束 - いますぐ動こ

う、気温上昇を止めるために」キャンペ

ーンの5年目を2 月1 日に始動する。現時

点の参加メディアの数は132社・団体。メ

ディアの情報発信を通じて、なぜ世界の

平均気温上昇を産業革命前と比較して

1.5℃に抑えることが必要なのか、そして気

候変動が私たちのいのちや暮らしにどう

影響するかについて理解を促進し、地球

温暖化をはじめとする気候変動に歯止め

を掛けるための具体的なアクションを提

示し、個人や組織に行動変容を促すこと

を目的にしている。 

 世界の平均気温の上昇を産業革命前と

比べて1.5℃に抑えることは、2015 年12 月

に採択されたパリ協定で努力目標として

掲げられ、2021 年の気候変動枠組条約第

26 回締約国会議（COP26）で日本を含む国

連気候変動枠組条約（UNFCCC）締約国の

事実上の目標とする決意が示された。 世

界気象機関（WMO）1 月 14 日発表による

と、2025 年の世界の平均気温は 1850～

1900 年の平均を 1.44℃（±0.13℃）上回っ

た。そして、2023 年から 2025 年の 3 年間

の平均気温は、産業革命前のレベルを

1.48℃（±0.13℃）上回った。 また、2015～

2025 年の11 年間は、観測史上で最も暑い

11 年間であったことも確認された。 

 気象庁の発表によると、日本において

も 2025 年は、日本の年の平均気温の基準

値からの偏差が+1.23℃となり、2024 年の

+1.48℃、2023 年の+1.29℃に次いで、2025

年は統計開始の 1898 年以降、最も暑い年

の上位3 位となった。 

〇読売新聞 2026 年 2 月 9 日＜第 51 回

衆院選＞ 8 日に投開票。全465 議席が確

定。自民党は 316 議席（公示前勢力比＋

118）、中道改革連合は49議席（－118）と

なった。そのほかの獲得議席数は、日本

維新の会が 36（＋2）、国民民主党が 28

（＋1）、参政党が 15（＋13）、チームみら

いが 11（＋11）、共産党が 4（－4）、れい

わ新選組が 1（－7）、減税日本・ゆうこく

連合が 1（－4）、無所属が 4（－11）だっ

た。日本保守党は 0（－1）、社民党も 0

（＋0）で議席の獲得はならなかった。 

〇朝日新聞9日 衆院選で圧勝した自民

党は比例区で計 14 議席を取りこぼし、中

道改革連合に6議席など各党に議席を譲り

渡した。東京ブロック（定数 19）で自民

の比例名簿に記載された候補者数は 32

人。このうち 29 人は小選挙区に重複立候

 林 J 

帳 
補しており、その全員が小選挙区で当選

を決めた。このため、比例区で当選でき

るのは 3 人で、5 議席分が「取りこぼ

し」。公職選挙法の規定で、中道に 2 議

席、国民民主党、参政党、チームみらい

に各1 議席が割り当てられた。 

〇毎日新聞 9 日 衆院選での自民党の

歴史的大勝を受け、米ブルームバーグ通

信は 8 日、「円と日本国債は更なる下落リ

スクに直面している」と報じた。「責任あ

る積極財政」を掲げる高市早苗政権が大

きな政策推進力を得たことで、市場で財

政拡大に伴う財政悪化懸念が強まる可能

性があるためだ。今回の衆院選は定数 465

のうち、自民の獲得議席は 3 分の 2（310

議席）を超えた。少数与党の参院で法案

を否決された場合でも再可決が可能とな

る。ブルームバーグは与党で3分の2を超

えた段階で「投資家の想定を上回る結

果」だと伝えた。アナリストは「自民の

財政刺激策が事実上『青信号』となった

ことで、円は更なる（円売り）圧力を受

ける可能性がある」と指摘した。 

〇「社説」9日＜朝刊主見出し＞ 朝日

「自民圧勝 高市政権継続へ 国論二分せぬ

合意形成こそ」。毎日「衆院選で高市自民

圧勝 独断専行に陥れば信失う」。読売「衆

院選自民圧勝 安定基盤を課題解決に生か

せ  平和と秩序の再構築に挑みたい」。産

経「与党が圧勝 『高市首相』が信任され

た 戦後政治の大転換で日本守れ」。東京

「与党圧勝、首相続投へ 独断専行を排し

てこそ」。日経「首相はおごらず真に責任

ある政策を」 

最大の特徴は、これまでの地域ブランドがその地域にお

ける地産地消を主眼としているのに対し、「ちちぶの森の

木になる紙」は荒川を基軸とした「流域」展開を目指して

いること。すなわち秩父山地の甲武信ヶ岳を水源とし、流

域に79の市区町村と約930万人の人口を抱える巨大工リア

を睨んだ構想と言える。秩父市を中心とする上流域は少子

高齢化、過疎化などの課題に直面しており、また気候変動

にともなう局地的豪雨などが多発する昨今においては、下

流域に向けた水害リスク対応も求められることから、秩父
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▮特別寄稿 

高市総理の 
施政方針演説 
森林･林業･地球環境の未来 

持続可能な森林フォーラム代表 

藤原 敬 

本国を」でも「日本人を」でもなく、地理的な語彙を使か

われて自らの守備範囲を「日本列島を」と規定されたのが

重要ですね。その範囲の 3 分の２は森林におおわれていま

す。 

森林は、もちろん昔から「木の街」をささえる木材を供

給してきましたが、それだけでなく、「森の国」をささえ

る、水源涵養や山地災害の防止・土壌保全などの、国民の

生活を支える大切な機能を提供しています。ただ、たくさ

んいる都市住民から少しはなれたところで、「森林の多面

的機能」提供しているので少し解りづらいところがありま

す。  

さて、それでは日本列島を強く豊かにするために何をや

るのか？  施政方針の9 つのセクションのうち、全体の3 分

の 1 を占める「経済力」の冒頭に、もう一つのキーワード

である「責任ある積極財政」という記述がありますね。

「日本人には底力がありますが、圧倒的に足りないのは、

資本投入量、すなわち国内投資です。その促進に徹底的な

てこ入れをします」いう現状認識。そして、投資先とし

て 食料安全保障、エネルギー・資源安全保障、国土強靱化

対策、などの様々なリスクを最小化する「危機管理投資」

などが、並んでいます。 また、投資促進の重点分野につい

て指摘する場合、演説では抜けていますが、17の戦略分野

には「資源エネルギーＧＸ、防災・国土強靱化」といった

森林に関連する重要な分野もたくさん含まれています。 

ただ、今回の施政方針演説ではこの重要な投資先の指摘

のなかで、森林分野を示すことばが、抜けていました。

「林業」という言葉は、「経済力」の「危機管理投資：食

料安全保障」の中に 1 か所ありました。「林業・水産業に

ついても、航空レーザ計測などのスマート技術の活用によ

り、生産性向上を図ります」。これは食料安全保障という

テーマのサブセクションなので仕方ありませんが。資源エ

ネルギーＧＸ、防災・国土強靱化など、森林への投資をも

っと力強くご指摘いただく必要があるかと思います。今後

ともお忘れなく、ぜひとも検討してくださいますようにお

願いします。  

  

〇選挙公約の中での森林関連産業政策  

 

「日本列島を強く豊か」にという言葉が最初に使われた

自民党の 2026 選挙公約では、その第 2 セクション「地方

2 月20 日、衆議院． 参議院それぞれの本会議において高

市総理施政方針演説が行われた。自民党が大勝した選挙結

果を受け、「重要な政策転換を何としてもやり抜いてい

け。国民の皆様から、力強く背中を押していただけた」と

発言した。いままで政策の何が問題で、転換しようとして

いるのか？ その中で、森林や林業、地球環境がどのよう

に位置づけられようとしているのか？ 2026 総選挙「自民

党の政権公約」をもとに確認してみた。  

施政方針演説は、以下の通り、9 つのセクションから構

成された、1 万 3 千字（昨年の石破演説は 1 万1 千字）。 

「はじめに／経済力／技術力／外交力／ 防衛力／情報力

／ 人材力／治安安全の確保／ むすび 」 

  

〇「日本列島を強く豊かに」する基盤づくり。森林・林業

政策が大切です 

 

  気になったことがあったので、総理宛てのメッセージを

まとめてみた。 

拝啓 高市首相殿。林政ジャーナリストの会の藤原と申

します。221 国会での施政方針演説を伺いました。総選挙

のスローガンである「日本列島を、強く豊かに」を具体的

に生かしていくためには、「森林・林業政策の強化が不可

欠」と申し上げます。  

「はじめに」に「日本列島を、強く豊かに。私のこの使

命を政策の積み重ねの上に、全身全霊をかけて成し遂げて

まいります」という言葉があります。日本の総理大臣なん

で当然のインパクトある宣言ですね。地球より日本。「日



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特別寄稿＞ 高市総理の施政方針演説 

 

が日本経済のエンジンに」のなかに、以下のような記述が

あります。「森林資源の循環利用の実現に向け、再造林、

森林の集積・集約化、国産材の需要拡大、スマート林業、

森業や山村地域の活性化等を総合的に 推進します」  

すばらしいですね。木材生産を主眼とする林業だけでな

く、森林の様々な機能を念頭においた「森業」。選挙公約

で提示した、このような素晴らしい言葉が、施政方針演説

には一言もなかったのは、ちょっと残念な印象を受けまし

た。  

繰り返しになりますが、今回の施政方針の具体的な展開

を議論する中で、「日本列島を強く豊かにする」骨格であ

る、森林・林業・森業の投資を忘れずに！！   夏に取りま

とめる「日本成長戦略」の中で、さらに検討ください。 よ

ろしくお願いします。 

  

〇未来の若者たちの世界を視野に入れた生物多様性保全・

気候変動対策、森林は大切な役割です 

 

  施政方針演説の、以下のような、最後の部分の記述がイ

ンパクトありました。「今年初めて投票して下さった 18

歳の若者も、生まれたばかりの赤ちゃんも、その多くが、

22世紀を迎えることができるでしょう。 その時に、日本

が安全で豊かであるように。 

「インド太平洋の輝く灯台」として、自由と民主主義の

国として、世界から頼りにされる日本であるように。若者

たちが、日本に生まれたことに誇りを感じ「未来は明る

い」と自信を持って言える。そうした国を創り上げてい

く」 との素晴らしい締めの言葉です。  

当面の利害関係を視野に入れた人たちがたくさんいる中

で、地球環境危機のように 22 世紀、将来を見据えた議論

が、大切です！ 気候変動枠組み条約、生物多様性条約な

ど地球環境の危機を国際的な枠組みで解決しようというシ

ステムで、森林の保全や拡大といった事業は特に大切で

す。  

残念なのは、最近のトランプ大統領との取引で、「2 月

18 日、日米両政府は関税合意に基づく 5,500 億ドルの対米

投融資を巡り、第 1 弾として、➀オハイオ州におけるガス

発電所（総費用：333 億ドル）、➁テキサス州の石油輸出

施設（同、21 億ドル）、➂ジョージア州の人工ダイヤモ

ンド製造施設（6 億ドル）が決定した」と公表されまし

た。 天然ガスや石油利用をサポートする巨大プロジェク

トへの多額の投資！！  化石資源を「掘って掘って掘りま

くれ――」といっている人とのディールの結果なのでしょ

うが、是非未来の人たちの視点に立って、とりあえずの取

引でなく、将来を見据えて、脱炭素・再生可能エネルギー

利用への転換に向けて、トランプ大統領を説得してくださ

い。  

なお、5 年前トランプ大統領は第 1 期の時に、スイスの

ダボスで開催された世界経済フォーラム（WEF）（ダボス

会議）でのスピーチ（2021年1月）で、「今日、米国が世

界経済フォーラムで立ち上げられている 1 兆本の木のイニ

シアチブに参加することを発表できることを嬉しく思う」

と語りました。なぜこのイニシアチブに参加するのか？ 

「私たちは、神の創造の威厳と私たちの世界の自然の美し

さを守ることに尽力している」とトランプ氏は付け加えた

そうです（注＊）。  

高市総理殿、大変でしょうが、施政方針演説のまとめに

掲げた「将来への視点」に立って、そして森林政策へ良好

な志向をもとに、トランプ大統領の説得をよろしくお願い

いたします。  

日本の未来！だけでなく、地球の未來のため！！にも、

森林とカーボニュートラルの新たな一歩の議論を進めてく

ださい！！！ 重ねてよろしくお願いいたします。 敬具  

 

 

 

 

 

（注＊）持続可能な森林経営のための勉強部

屋＞世界経済フォーラム（ダボス会議）の中の

森林問題。

https://jsfmf.net/chikyu/davosforest/davosforest.html  
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（大阪市此花区）。会期 2025 年 4 月 13 日～10 月 13 日。

イベントの持続可能性を管理するシステムEvent Sustainability 

Management System, ESMS）を構築し、2023 年 4 月から運用

を開始。※ISO20121 を取得：イベント運営における環境影

響の管理に加えて、その経済的、社会的影響についても管

理することで、イベントの持続可能性をサポートするため

のマネジメントシステム（ESMS）の国際標準規格。【海外

パビリオン】●タイプ A＝ ➀ウズベキスタン➁インドネシ

ア➂オーストラリア➃サウジアラビア➄スペイン➅タイ⑦

モナコ⑧アゼルバイジャン⑨韓国⑩ドイツ⑪ルクセンブル

ク⑫ネパール⑬セルビア⑭マレーシア⑮アイルランド⑯ベ

ルギー⑰イタリア・バチカン市国⑱シンガポール⑲ブルガ

リア⑳オランダ㉑オマーン㉒ハンガリー㉓中国㉔クウェー

ト㉕フィリピンなど。●タイプ X＝➀インド➁トルコ➂イ

ラン➃ブラジル➄アンゴラ。【日本勢パビリオン】パソナ

グループ、吉本興業ホールディングス、バンダイナムコホ

ールディングスなど。 

21日（日） 上河事務局長より礼状発信。宛先１＝神戸

市・黒田慶子副市長、大西潤部長＜森林担当＞、溝口恵史

係長。日本林政ジャーナリストの会（JFJA）の共同取材で

は大変にお世話になりました。神戸市は「森の未来都市神

戸」を目指して、推進本部を設置して「森林・里山の再

生」に取り組まれるとともに、森林課を設置して、フォレ

スターも配備されています。特に、里山の広葉樹を資源と

して経済的に活用するため、家具材などに利用するととも

に、シラカシやウバメガシから付加価値の高い KOBE 備長

炭を生産されるなど、里山を経済循環に載せることにより

その保全を図る先進的取り組みに感銘を受けました。ま

た、視察させていただいた自然共生サイトの小河山林の活

動も素晴らしいと思いました。里山を小面積皆伐して、天

然下種更新や萌芽更新を行っていますが、その経過も順調

であり、伐採した広葉樹材も、机の天板や薪などにカスケ

ード利用されていました。その保全にはボランティア団体

が担当されていて、ビジターセンターの整備も行われてい

ます。企業との協働も見込まれていて、全国の里山保全の

モデルになるでしょう。林野庁も国産広葉樹材の利活用に

力を入れるようになり、神戸市の今後の取り組みの発展が

楽しみです。今回の共同取材に格別のご配慮を賜わったこ

2025 年 

9 月 

 

8 日（月） 10:00 林友ビル。機関誌 69 号発送事務。幹

事会＝第2 回共同取材 2 日目プログラムの確認（担当・藤

原幹事）。パビリオン_大屋根リング関連データ紹介。協議

事項➀機関誌のペーパーレス化➁2026年度よりの事務局体

制など。 

10 日（水） 18:00 主婦会館。藤原幹事の出版記念会に

滑志田会長、上河事務局長が出席。 

18日（木） 第２回共同取材、黒田副市長表敬訪問・小

河山林視察。12:50 市役所 1 号館１階ロビー集合→1241 会

議室へ。13:00～14:00 黒田副市長との面談。14:40 小河山

林到着・間伐エリア等視察（60 分程度）。＜視察区域＞竹

林・バイオ炭視察、伐採地Ａ材の搬出方法等、伐採地Ｂ 

伐採木の再生状況等、アラカシ・シラカシ伐採予定区域

（備長炭用）。16:30～17:00  小河山林の振り返り・意見交

換（1241 会議室）17:30 視察終了。 

参加者＝滑志田隆（毎日新聞 OB）上河潔（林業経済研

究所フェロー研究員）鈴木敦子（環境リレーションズ研究

所理事長）藤原敬（林業経済研究所フェロー研究員）堤哲

（毎日新聞 OB）武田俊一（同）上松寛茂（埼玉新聞特別

編集委員）橋本崇央（日刊木材新聞）今藤洋海（農林水産

省OB）上野司郎（東亜建設工業技術部長）。 

19 日（金） 2025 日本国際博覧会の共同取材テーマ

「万博と木材利用」。 9:00 住之江公園駅前 出発.大阪木材会

館（住之江区平林南1）。三宅専務レクチャー＝木材業界の

取組（巨大リング、海外パビリオン〔ウズベキスタン〕へ

の取組）など 。万博協会永見持続可能性局長レク＝ 2025 

万博の材調達コードと木材の再利用。中川木材産業中川社

長レク＝パビリオンの木材利用。12:30 夢洲駅（万博東ゲ

ート）に移動（三宅専務にフォローしていただく。入場券 

12 時予約。13:00 大屋根リング下ミャクミャク像集合。 

15:00～16:30 ウズベキスタンパビリオン。16:30～17:30 イタ

リアパビリオンで解散 。 

＜資料＞略称：大阪・関西万博 。趣旨・いのち輝く未来

社会のデザイン＝Saving Lives（いのちを救う）Empowering 

Lives（いのちに力を与える）Connecting Lives（いのちをつな

ぐ）People's Living Lab（未来社会の実験場）夢洲〔ゆめしま〕

林 J  会務報告 
2025年9月～2026年2月 
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の国産材に管理についてお聞きした時、サプライチェーン

は FSC 材に依存しているとというような趣旨の答弁だった

と理解していますが、もう少し詳しくご教示いただけます

か？ 国産材のサプライチェーン管理の仕方が、どんなに

なっているのか、日本の国産材の将来にとっても大切な情

報だと思います。素材生産事業者などが、どんな情報を提

供してサプライチェーンが管理されているのか、可能な限

りでご教示いただけるとありがたいです。素晴らしい先例

となるのではないかと考えております。（藤原敬）    

 

10 月 

 

6 日（月）  令和 7 年度第 4 回研究会。「森林生態学を

踏まえた広葉樹施業」。講師： 造林技術研究所 横井秀一

氏。 15:00～17:00。場所：林友ビル6F 中会議室 。趣旨＝今

年度研究テーマは「広葉樹林業の新時代」。基本となる課

題は、森林生態学を踏まえた広葉樹施業の技術体系の確

立。造林技術研究所の横井秀一氏を講師にお迎えして、

「森林生態学を踏まえた広葉樹施業」というテーマでお話

を伺った。 

 

11 月 

 

6 日（木） ＜告知＞日本林政ジャーナリストの会

（JFJA）幹事会。日時：令和 7 年 11 月 17 日（月）14:00～

16:00。場所：林友ビル6F小会議室。議題：➀会報70号の

発行計画：時期と出稿エントリーなど ➁1 月の新春講演会

について➂令和８年4 月以降の新年度の会務の執行体制➃

その他。 

  17 日（月） 幹事会。出席者：滑志田隆会長、鈴木敦

子副会長、藤原敬幹事、上河潔事務局長。場所：林友ビル

６Ｆ 小会議室。決定事項➀会報 70 号の発行計画 時期

と出稿エントリーなど。来年４月の総会前に林政ジャーナ

ル No.70 を発行することとし、神戸・大阪の共同取材（神

戸市の広葉樹活用、万博）、研究会（広葉樹施業）、新春特

別研究会などの記事を掲載。100 部印刷。➁1 月の新春講

演会について。1 月28 日（水）15:00～17:00 に林友ビル６

F 中会議室において、 IGES 研究員の山ノ下麻木乃氏を講師

に開催することになりました。講題：なぜ日本の私たちが

海外の森林問題に取り組まなければならないのか。 ➂令

和８年4 月以降の新年度の会務の執行体制。 今週末に事務

局業務の委託について（株）森未来と協議予定。役員人事

については、引き続き検討。➃新春特別研究会の後で役

員、出席者による新年会を開催検討。 

とに改めて感謝申し上げます。宛先２＝一般社団法人大阪

府木材連合会専務理事 三宅英隆様。JFJA 共同取材では大

変にお世話になりました。大阪木材会館は、直径1mの100

年生の飫肥杉の柱には圧倒されました。私は宮崎県林務部

長をしていましたので感無量です。当時から宮崎県と大阪

府は木材に関して非常に強い結びつきがありました。ま

た、大阪万博における木材利用に大阪府木材連合会が大き

な働きかけをしたことに感銘しました。ウズベキスタン館

を内部を含めじっくりと見ることができましたが、木材の

柱がパルテノン神殿のようで素晴らしかったです。大阪府

木材連合会が提供した木材の由来をスマホで見ることがで

きる仕掛けもとてもいいと思いました。今回の大阪万博で

は、大屋根リングを含め、木材が構造にも内装にもふんだ

んに使われていて、これからの時代は木材が主流になると

強く思いました。今後ともご指導、ご協力をよろしくお願

いいたします。宛先3＝公益社団法人2025年日本国際博覧

会協会持続可能性局長 永見靖様。先日の大阪木材会館に

おける日本林政ジャーナリストの会（JFJA）の共同取材で

大阪万博の持続可能性の取り組みについて詳細なご説明を

いただき、本当に有難うございました。木材調達コードに

ついては、基本的に東京オリンピックと同じように輸入材

は森林認証材で何とか対応することはできますが、国産材

については、森林認証材での対応は難しいことはよく理解

できました。万博会場で大屋根リングを見て、その存在感

に圧倒されましたが、万博終了後にその全てを残すことは

極めて困難です。集成材や CLT を再利用する必要がありま

すが、リユースやリサイクルによって、是非、全てを持続

可能な形で処理できることを期待しております。 

22日（月） 藤原幹事より公開質問。宛先＝大林組中村

様、桜本様。19 日は丁寧なご説明をありがとうございまし

た。歴史的に日本の寺社を支えてきた貫構法を基本にしつ

つ、改良して耐震性などを付加されるなど、世界で一番大

きな木構造の建築物を建築する過程がよくわかりました。

大屋根リングについては、是非、情報発信をしてまいりた

いと思います。以下質問。Q1＝大屋根リングの木材利用量

というデータが公表されていますが、 集成材（ヒノキ、オ

ウシュウアカマツ、スギ）6,500 ㎥、 CLT（ヒノキ、スギ）

1,800㎥。輸入材はオウシュウアカマツだけでよろしいでし

ょうか？  輸入材の割合を教えていただけますか？ Q2＝

木材調達基準の関係（輸入材）。オウシュウアカマツは

PEFC の森林認証だとお聞きしましたが、FSC 認証材はあり

ませんか。どこの国からなどと情報頂けますか。Q3＝木材

調達基準の関係（国産材のトレーサアビリティ）。国産材

の森林認証材の比率はどのくらいですか。森林認証材以外



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 

 

18 日（水） 幹事会。15:30～17:30 日本記者クラブ・

ラウンジ（日本プレスセンタービル9 階、東京都千代田区

内幸町 2-2-1）。参加者＝滑志田隆会長、鈴木敦子副会長、

藤原敬幹事、冨山俊作幹事、上河潔事務局長。 

議題：➀会報 70 号の発行計画 時期と出稿エントリー

など。１．新春講演会（執筆担当・上河）２．神戸市・大

阪万博共同取材（上河、滑志田、藤原、堤）３．広葉樹の

造林技術・講演報告（藤原）４．友好団体近況（森林総

研、普及協会、林業協会、全木連、SＧEC、振興会）５．

会員活動報告・東西南北への投稿（上河、滑志田、梶谷、

土井、松尾）６．スクラップ帳（国連広報ニュース、衆院

選結果など）７．高市首相の方針演説チェック（藤原）

８．つぶやき・会務報告 ９．編集後記。全体 4～5 万

字、32～36 頁。編集責任担当幹事・滑志田、校正-城戸、

レイアウト・海老澤、印刷・東光印刷。部数 200 部（発送

用100，事務局保管・利用50、記者クラブ配布50）➁4 月

開催予定の定期総会及び講演会について。定例幹事会を 4

月 15 日（水）に開催して、その際に令和 7 年度の会計監

査を実施する。定期総会は 5 月 13 日（水）に開催し、同

時開催の講演会は講師：山田壽夫・日本木材輸出振興協会

会長。講題：日本林業は世界で勝てる！➂令和８年度以降

の会務の執行体制について検討＝事務局機能の一部を

（株）森未来に委託する。その形態については３月に

（株）森未来と協議。幹事については、基本的に現行のま

まとして、新しい幹事候補を検討する。任期が来た役員

（会長、副会長、監事、事務局長）については、暫定的に

留任とする➃会員の動向。退会希望者及び3 年間会費未払

いの会員の取り扱いについて議論した。 

18日（火） ＜告知＞新春特別研究会＝「なぜ日本の私

たちが海外の森林問題に取り組まなければならないの

か」。公益財団法人地球環境戦略研究機構（IGES）研究員 

山ノ下麻木乃氏。令和 8 年1 月28 日（水） 15:00～17:00。

場所： 林友ビル６F 中会議室 東京都文京区後楽 1-7-12。定

員：25 名（先着順）。趣旨=参加希望の方は、氏名、所属及

び連絡先をご記入のうえで令和 8 年 1 月 10 日（金）まで

に日本林政ジャーナリストの会幹事・事務局長の上河潔

k.kamikawa@live.jp）までお申し込みを。 

 

１２月 

（活動休止） 

 

２０２６年 

１月 

 

28 日（水） 15:00、林友ビル６階にて新春特別研究会

開催。20 人参加。講師・山ノ下麻木乃氏。新年会。 

同日 親睦新宴会。林友ビル1 階にて6 人出席。 

29 日（木） ＜告知・事務局より＞林 J 役員各位宛（作

成者事務局）＝2 月定例幹事会を下記の日程で開催します

ので、ぜひご出席ください。なお、会場は林友ビルではな

く、内幸町の日本プレスセンタービル９F の日本記者クラ

ブ・ラウンジですので、ご注意ください。出席される方

は、2 月10 日（火）までに事務局にご連絡ください。記・

日本林政ジャーナリストの会（JFJA）幹事会。日時：令和 8

年 2 月 18 日（水）15:30～17:30。場所：日本記者クラブ・

ラウンジ（東京都千代田区内幸町 2-2-1）。議題：➀会報 70

号の発行計画。時期と出稿エントリーなど➁４月開催予定

の定期総会及び講演会について➂令和 8 年度以降の会務の

執行体制。事務局機能については（株）森未来に委託を検

討➃会員の動向➄その他。 
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イラン・中東に戦火が広がり、エネルギー危機が懸念される

中、林 J 機関誌 70 号を世に送る。年間テーマ「広葉樹林業の新

時代」を念頭に編集した。神戸市の里山再興に向けての実践、

関西・大阪万博での木材利用、広葉樹造林の技術的な課題――

などは、この一年間に私たちが共有した学習・取材の成果であ

る。69 号で特集した北海道での大学演習林、材木市場、製材・

家具製造などの取材報告と合わせ、年間研究テーマを確実に追

求してきた足取りが記録されている。この間、多くの皆さんの

ご協力を得たことに改めて感謝申し上げる。▼一方、私たちの

会の構成メンバーは著しく高齢化が進んでおり、執行事務の担

い手を探すのに苦しむ事態が続いている。今後の研究テーマの

設定は数年がかりでじっくり行うことを検討している。また、

この機関誌は 2022 年秋に内容構成を改めた No.61 を 3 年ぶりに

発刊し、いま 70 号にたどり着いたことは新生チームの成果だ

が、編集業務の新たな担い手を切実に求めている。▼今号作業

中に第 221 特別国会が召集され、自民党の高市早苗総裁が第 105

代首相に選出された。第2次内閣で全閣僚を再任した高市首相は

記者会見で「衆院選で信任を得られたことに安心している。今

やるべきことは国民と約束した政権公約で結果を出すことだ」

と強調した。電撃的な総選挙で自民は316議席を獲得し、日本維

新の会の36議席を合わせ、衆院（定数465）の4分の3を占める

巨大与党が誕生した。飲食料品の2年間消費税ゼロなどの政策課

題を本格化することになるが、首相の看板公約の「強い国づく

り」は積極財政と軍備拡張だけでは実現しないはずだ。国土保

全・強靭化を注視する私たちはそのことを強調しておきたい。

企画担当幹事・藤原敬氏が今号掲載「施政方針演説の点検」で

指摘するように、国土・森林・林業政策の充実について、私た

ちは声を大にして求めて行かなければならない。ジャーナリス

トの会として何ができるかを考えたい。（滑志田隆） 

＊ 

林 J 事務局長を引き継いでから４年が経った。この間、会の活

動の活性化に取り組んできた。共同取材では、世界遺産の奄美

大島や富山県、岐阜県、山形県、広葉樹林業で北海道、そして

大阪・関西万博視察などを行った。研究会では、織田央・林野

編集後記 
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新入会員募集中！ 

庁長官、小坂善太郎林野庁次長、長崎屋圭太・森林整備部長、

登山家の今井通子氏、腰原幹雄・東京大学教授、黒田慶子・現

神戸市副市長など多士済々な講師の方々をお呼びした。また公

式ホームページも開設することができた。会員の動向について

は、退会された方もいるものの新たに会員となった方も多く、

現在 50 名ライン回復している。▼しかし、全体として会員の高

齢化がどんどん進んでおり、一部の役員に業務が集中し過ぎて

いる、という問題もある。一方、財政的にもかなり厳しくなっ

ている。このような状況で、来年度から（株）森未来に事務局

機能の一部を担当してもらえることになった。（株）森未来は IT

で森林・林業を活性化する取り組みを積極的に展開している。

どのようなコラボレーションが生まれるのか、今から楽しみで

ある。（上河潔） 

＊ 

70号の原稿を整理しつつ、地元のNPOで「里山の保育」にか

かわっている立場から特に印象に残る記事がふたつあった。▼

ひとつは藤原敬さんの研究会報告「森林生態学を踏まえた広葉

樹林施業」。記事の中で講師・横井修一氏が言う「森林は自然の

摂理に則って変化する」「自然界で起きている現象を上手に利用

する、制御する」「林木は生きものであるとの意識を常に持つ」

という言葉に私の心は頷いた。里山は「人のわがまま」と「自

然の理」がせめぎ合う場所。そのあんばいが大事だし、ときに

は人のわがままを意識的に引っ込める決断が大切なこともあ

る。横山氏レベルの生態学的知見を持って森林に向き合うこと

は難しいが、森林施業の対象である木や森は「生きものであ

る」という基本は心したい。▼もうひとつは滑志田会長の「国

有林野の技術開発試験評価」の中の「ユリノキ」のこと。わが

NPOの森にも樹齢45年ほどのユリノキが8本ほど育っている。

明治初年の導入とされる小石川植物園の北米産ユリノキの種子

から育てた苗木を植えた、というのが自慢だ。これまで「景観

樹」という意識しかなかったが、「材」としての可能性があるこ

とに気づかされた。「ユリノキの森」をつくってみたいと思っ

た。私は高齢化中なので、山の木のタネを播くのが好きな若い

スタッフに提案してみたい。（海老澤秀夫） 
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